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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 最近３中間連結会計期間及び最近２連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

 
(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 従業員数は就業人員で記載しております。 

３ 第112期中間及び第112期の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がないため記

載しておりません。 

４ 純資産額の算定にあたり、第113期中間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用

指針第８号）を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第112期中 第113期中 第114期中 第 112 期 第 113 期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 86,042 97,170 95,605 180,334 192,722

経常利益 (百万円) 6,287 7,475 6,869 13,561 14,700

中間(当期)純利益 (百万円) 4,034 5,198 4,930 9,010 10,238

純資産額 (百万円) 97,383 108,192 119,228 103,691 113,396

総資産額 (百万円) 171,030 197,716 203,871 181,157 198,525

１株当たり純資産額 (円) 1,288.23 1,421.74 1,566.50 1,370.85 1,489.87

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 53.37 68.77 65.22 118.34 135.44

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― 68.76 65.21 ― 135.42

自己資本比率 (％) 56.9 54.4 58.1 57.2 56.7

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 5,282 6,678 11,259 17,004 13,733

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △7,270 △5,411 △6,151 △13,198 △12,200

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △465 △1,069 △2,470 △2,788 △67

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(百万円) 9,720 14,105 18,709 13,765 15,549

従業員数 (名) 3,508 3,692 3,823 3,537 3,708



(2) 提出会社の最近３中間会計期間及び最近２事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

 
(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 従業員数は就業人員で記載しております。 

３ 第112期中間及び第112期の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がないため記

載しておりません。 

４ 純資産額の算定にあたり、第113期中間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用

指針第８号）を適用しております。 

  

回次 第112期中 第113期中 第114期中 第 112 期 第 113 期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 79,873 86,268 81,046 165,381 171,279

経常利益 (百万円) 4,891 5,208 3,958 9,810 9,839

中間(当期)純利益 (百万円) 2,085 3,341 2,815 5,075 6,328

資本金 (百万円) 23,201 23,201 23,201 23,201 23,201

発行済株式総数 (千株) 76,564 76,564 76,564 76,564 76,564

純資産額 (百万円) 91,256 96,325 100,469 94,423 98,510

総資産額 (百万円) 160,215 181,491 179,834 167,000 178,409

１株当たり純資産額 (円) 1,207.19 1,273.89 1,328.51 1,248.25 1,302.82

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 27.58 44.21 37.25 66.28 83.71

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― 44.20 37.24 ― 83.70

１株当たり配当額 (円) 7 8 12 16 18

自己資本比率 (％) 57.0 53.1 55.8 56.5 55.2

従業員数 (名) 2,347 2,391 2,434 2,330 2,362



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

(平成19年９月30日現在) 

 
(注) 従業員数は就業人員であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

  

 
(注) 従業員数は就業人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社の労働組合はリンテックフォーレストと称し、加入者数 2,190名でユニオンショップ制でありま

す。 

また、連結子会社では主にMADICO,INC.、琳得科(天津)実業有限公司で労働組合(組合員数 760 名)が

組織されております。 

なお、労使関係について特記すべき事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

粘着関連事業 2,505

紙関連事業 1,237

全社(共通) 81

合計 3,823

従業員数(名) 2,434



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 
当中間連結会計期間における経済は、わが国においては個人消費の伸び悩み、予想を上回る原油価格

の高騰、さらにはサブプライム問題の影響などにより景気の先行きに不透明感が増したものの、全体と
しては堅調な企業業績を背景に設備投資が底堅く推移し、また、雇用環境も改善傾向を持続するなど、
景気は安定的に推移しました。海外においては、サブプライム問題の拡大により、米国経済の減速懸念
が高まったものの、欧州では堅調な内需に支えられて引き続き底堅く推移し、またアジアでは中国・イ
ンドを中心に景気の拡大が続きました。 
このような情勢の中、当社グループは中期経営計画「ＬＩＰ２１２」の 終年度に当たり、同計画の

達成に向けイノベーションをキーワードに経営資源の 適化を進め、成果の出る仕組みを構築するため
総力を挙げて構造革新に取り組み、競争力の強化と企業価値の向上を目指し邁進してまいりました。 
販売面においては、印刷用粘・接着素材がアジア地域での市場拡大により堅調に推移しましたが、光

学関連製品が前期の第４四半期から続く、業界の在庫調整などの影響を受けたことにより、売上は減少
となりました。損益面においては、原価低減への一層の取り組み、一部製品価格の修正を行ったもの
の、原燃料価格の予想を超える高騰や税制改正に伴う減価償却費負担の増加などが利益を圧迫いたしま
した。 
以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は95,605百万円(前年同期比1.6％減)、営業利益は6,958百

万円(同10.3％減)、経常利益は6,869百万円(同8.1％減)、中間純利益は4,930百万円(同5.2％減)となり
ました。 

  
事業の種類別セグメントの概要は以下のとおりであります。 
(粘着関連事業) 

販売面においては、印刷用粘・接着素材は国内市場では価格競争の激化や市場の変化などにより厳し
い状況が続き、微増にとどまりましたが、海外市場では中国、シンガポールを中心としたアジア地域で
の需要拡大を背景に大幅に伸長しました。産業工材関連製品は、米国においてソーラーパネル用バック
シートが大きく伸長しましたが、マーキングフィルム、ウインドーフィルムが国内外の市場環境が低調
であったため、前年同期を下回りました。 
光学関連製品は、第２四半期以降回復傾向にあるものの、第１四半期における市場の調整局面の影響

が大きく、前年同期を大幅に下回りました。半導体関連粘着製品は、調整局面の影響を受けたものの堅
調に推移しましたが、関連装置については前年同期を下回りました。 
利益面においては、売上高の減少、石化原材料価格の上昇の影響を受け、前年同期を下回りました。
以上の結果、当事業全体の売上高は71,458百万円(前年同期比2.2％減)、営業利益は5,148百万円(同

9.8％減)となりました。 
  

(紙関連事業) 
販売面においては、洋紙製品は主力の封筒用紙や建材用紙が大幅に減少し、全体でも前年同期を下回

りました。加工材製品は、合成皮革用・炭素繊維プリプレグ用工程紙が堅調に推移しました。また、電
子部品製造用コートフィルムが好調を維持しているものの、光学関連用剥離フィルムは需要の低迷を受
け、前年同期を下回りました。 
利益面においては、一部製品価格の修正を実施した効果はあったものの、パルプおよび燃料価格の上

昇の影響を受け、前年同期を下回りました。 
以上の結果、当事業全体の売上高は24,147百万円(前年同期比0.1％増)、営業利益は1,803百万円(同

12.3％減)となりました。 
  

所在地別セグメントの概要は以下のとおりであります 
（日本） 

印刷用粘・接着素材は、価格競争の激化や市場の変化などにより厳しい状況が続き、微増にとどまり
ました。また、産業工材関連製品は、マーキングフィルム、ウインドーフィルムが市場環境の低調を受
け前年同期を下回りました。 
光学関連製品は、第２四半期以降回復傾向にあるものの、第１四半期における市場の調整局面の影響

が大きく、前年同期を大幅に下回りました。半導体関連粘着製品は、調整局面の影響を受けたものの堅
調に推移しました。 
洋紙製品は、主力の封筒用紙が低迷し前年同期を下回りました。また、加工材製品は、電子部品製造

用コートフィルム、炭素繊維プリプレグ用工程紙は堅調に推移したものの、光学関連用剥離フィルムは
需要の低迷を受け減少となりました。 
利益面においては、売上高の大幅な減少、原燃料価格の上昇の影響を受け、前年同期を下回りまし

た。 
その結果、売上高は76,545百万円（前年同期比9.3％減）、営業利益は2,947百万円（同40.4％減）と



なりました。 
  

（アジア） 
印刷用粘・接着素材は、中国、シンガポールを中心に需要拡大を背景に大幅に伸長しました。また、

韓国での光学製品関連業界の活発な需要を受け、光学関連製品が好調に推移したほか、半導体関連粘着
製品、電子部品製造用コートフィルムも堅調に推移しました。 
その結果、売上高は13,393百万円（前年同期比61.4％増）、営業利益は3,221百万円（同51.5％増）

となりました。 
  

（その他） 
北米子会社において、ソーラーパネル用バックシートの売り上げが伸長したことにより、結果、売上

高は5,666百万円（前年同期比25.2％増）、営業利益は806百万円（同14.6％増）となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 
当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物は、18,709百万円となり、前中間連

結会計期間末に比べ、4,603百万円の増加(前年同期比32.6％増)となりました。 
  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 
営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比較して、4,580百万円の増加となり

ました。主な増加要因は以下のとおりです。 
・法人税等の支払額の減少                      494百万円   
・売上債権、たな卸資産、仕入債務の増減額             1,685百万円   

  
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比較して739百万円の減少となりまし
た。 
・有形固定資産の取得による支出の増加               △2,209百万円   

  
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比較して1,400百万円減少となりまし
た。主な減少要因は以下のとおりです。 
・短期借入金の減少                        △1,318百万円   



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

  

 
(注) １ セグメント間及びセグメント内の取引が多様で、各セグメントの生産高を正確に算出することが困難である

ため、概算金額を表示しております。 

２ 金額の表示には消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注実績 

製品及び商品の大部分が受注即出荷となりますので、受注状況は販売実績とほぼ同じであります。 

  

(3) 販売実績 

  

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

  

 
３ 金額の表示には消費税等は含まれておりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前年同期比(％)

粘着関連事業(百万円) 60,126 △2.7

紙関連事業(百万円) 28,401 △1.2

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前年同期比(％)

粘着関連事業(百万円) 71,458 △2.2

紙関連事業(百万円) 24,147 0.1

合計 95,605 △1.6

相手先
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

住友化学㈱ 13,880 14.3 10,659 11.1



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更及び新たに生じた

問題はありません。 

  

株式会社の支配に関する基本方針 

当社は、当社の企業価値、株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、以下の①または②

に該当する買付またはその提案（以下、このような買付行為等を「大規模買付行為」といい、大規模買付

行為を行う者を「大規模買付者」といいます。）に対する対応方針として、いわゆる「事前警告型防衛

策」を導入しております。 

①当社が発行する株券等について、保有者の株券等保有割合が２０％以上となる買付 

②当社が発行する株券等について、公開買付け後の公開買付者の株券等の株券等所有割合およびその

特別関係者の株券等所有割合の合計が２０％以上となる公開買付け 

 1．基本的な考え方 

当社取締役会は、大規模買付行為がなされた場合、これに応じて当社株式の売却を行うか否か は、

終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えております。しかしながら、その

前提として、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するためには、大規模買付者およ

び当社取締役会双方からの適切な情報提供が不可欠であると考えます。 

なかでも大規模買付行為が当社に与える影響や、大規模買付者が考える将来の経営方針や事業計画の

内容等は、当社株主の皆様が大規模買付行為を受け入れるかどうかを検討するうえで重要な判断材料で

あると考えますし、同様に、当社取締役会が大規模買付行為について評価、検討を行ったうえでどのよ

うな意見を有しているかということも、当社株主の皆様にとっては重要な判断材料となると考えます。

当社取締役会は、このような基本的な考え方に立脚し、以下の内容の大規模買付行為時における事前

の意向表明情報提供に関するルール（以下「大規模買付ルール」といいます。）を設定し、大規模買付

者に対して大規模買付ルールの遵守を求めるとともに、大規模買付ルールが遵守されない場合には、当

社取締役会として対抗措置を講じる方針です。 

 ２．大規模買付ルールの内容 

  (1)意向表明 

大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社代表取締役宛に、①大規模買付

者の名称および住所、②設立準拠法、③代表者の氏名、④国内連絡先、⑤提案する大規模買付行為の

概要並びに、⑥大規模買付ルールに従う旨の誓約を明示した書面（以下「意向表明書」といいま

す。）を提出していただきます。 

  (2)情報提供 

当社取締役会は、かかる意向表明書の受領後7営業日以内に、大規模買付者に対して、大規模買付

行為に関する情報として当社への提供を求める必要情報のリストを交付します。大規模買付者に提供

を求める情報は、当社株主の皆様の適切な判断ならびに当社取締役会および４．で後述する独立委員

会（以下「独立委員会」といいます）による適切な評価・検討のために必要かつ十分な情報（以下

「本必要情報」といいます。）とします。大規模買付者には、本必要情報のリストの受領後速やかに

本必要情報を当社取締役会に対し提出していただくこととし、当社取締役会は本必要情報を受領後直

ちに独立委員会にも提出します。 

  (3)情報提供の内容 

本必要情報の具体的内容は、大規模買付者の属性および大規模買付行為の内容によって異なります



が、主な項目は以下のとおりです。 

①大規模買付者およびそのグループの概要（大規模買付者の事業内容、資本構成、当社の事業と同

種の事業についての経験等に関する情報を含みます。） 

②大規模買付行為の目的および具体的内容 

③大規模買付行為における当社株券等の取得対価の算定根拠、取得資金の裏付け並びに資金調達の

具体的内容および条件 

④大規模買付行為の完了後に想定している当社の経営方針、事業計画、資本政策、配当政策、労務

政策および資産活用策 

⑤大規模買付行為の完了後における従業員、取引先、その他の当社に係る利害関係者に対する対応

方針 

なお、大規模買付者に当初提供していただいた情報が、大規模買付行為に関する当社株主の皆様の

適切な判断または当社取締役会もしくは独立委員会による適切な評価、検討のための情報として不十

分と認められる場合には、当社取締役会は、大規模買付者に対して追加的に情報提供を求めることが

あります。大規模買付行為の提案があった事実および当社取締役会に提供された本必要情報は、当社

株主の皆様のご判断のために必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点

でその全部または一部を開示します。 

  (4)評価期間 

当社取締役会は、大規模買付行為の評価、検討の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対

し本必要情報の提供を完了した後、60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全

株式の買付けの場合）または90日間（その他の大規模買付行為の場合）を当社取締役会による大規模

買付行為の評価、検討、大規模買付者との条件に関する交渉、大規模買付行為に対する意見形成、代

替案の立案等のための期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）として確保されるべきものと

考えております。従って、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後に開始されるものとしま

す。取締役会評価期間中、当社取締役会は必要に応じ外部専門家の助言を受けながら、提供された本

必要情報を十分に評価・検討し、大規模買付行為に対する当社取締役会としての意見をとりまとめ、

公表します。 

  (5)交渉・代替案の提示 

当社取締役会は、必要に応じて、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について

交渉し、当社取締役会として当社株主の皆様に対し代替案を提示することがあります。 

 ３．大規模買付行為がなされた場合の対応方針 

  (1)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合 

大規模買付者により、大規模買付ルールが遵守されなかった場合には、当社取締役会は、独立委員

会の勧告を待たず、当社の株主全体の利益を守ることを目的として、新株予約権の発行等、会社法そ

の他の法律および当社定款が認める対抗措置をとることがあります。その場合に具体的にいかなる手

段を講じるかについては、その時点で も適切と当社取締役会が判断したものを選択することといた

します。なお、対抗措置として新株予約権を発行する場合の概要は下記のとおりとし、かかる新株予

約権には対抗措置としての効果を勘案した行使期間および行使条件などを設けることがあります。 

1)新株予約権割当の対象となる株主およびその発行条件 

当社取締役会において定める割当日における 終の株主名簿または実質株主名簿に記載また

は記録された株主に対し、その所有する当社普通株式（ただし、当社の所有する当社普通株式

を除く。）１株につき１個の割合で新たに払込みをさせないで新株予約権を割当てる。 

2)新株予約権の目的となる株式の種類および数 

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の総

数は、定款に規定される発行可能株式総数から発行済株式（当社の所有する当社普通株式を除



く。）総数を控除した数を上限とする。新株予約権１個当たりの目的である株式の数は１株

とする。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとす

る。 

3)発行する新株予約権の総数 

発行する新株予約権の総数は、取締役会が定める数とする。取締役会は、複数回にわたり新

株予約権の割当を行うことがある。 

4)新株予約権の払込価額 

新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。 

5)各新株予約権の行使に際して出資される財産の内容およびその価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産は、１円以上で取締役会が定める額とする。 

6)新株予約権の譲渡制限 

新株予約権の譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 

7)新株予約権の行使条件 

大規模買付者等に行使を認めないこと等を行使の条件として定めることがある。詳細につい

ては、取締役会において定めるものとする。 

8)新株予約権の行使期間等 

新株予約権の割当がその効力を生ずる日、新株予約権の行使期間、取得条件その他必要な事

項については、取締役会が定めるものとする。 

  (2)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為

に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することに

より、当社株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりま

せん。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、当社株主の皆様において、当該買付提案および当

社取締役会が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断いただくことに

なります。もっとも大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が当社

株主全体の利益を著しく損なうと認められる場合、例えば、 

1)大規模買付行為の目的が、真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつ

り上げて高値で株券等を当社関係者に引き取らせることにある場合（いわゆるグリーンメーラ

ーである場合） 

2)大規模買付行為の目的が、主として会社経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的

財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を当該大規模買付者やそのグループ会

社等に委譲させること（いわゆる焦土化経営）にある場合 

3)大規模買付行為の目的が、主として会社経営を支配した後に、当社の資産を当該大規模買付者

やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用することにある場合 

4)大規模買付行為の目的が、主として会社経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係してい

ない不動産、有価証券など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配

当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って株券等の高値売り抜け

をすることにある場合。 

5)大規模買付行為の方法が、いわゆる強圧的二段階買収（ 初の買付で当社の株券等の全部の買

付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、または明確にしないで、公開買

付け等の株券等の買付を行うことをいいます）等の、当社株主の判断の機会または自由を制約

し、事実上当社株主に当社の株券等の売却を強要するものである場合 

6)大規模買付行為の結果、当社の従業員・取引先・顧客その他の利害関係者の利益が損なわれ、

それによって当社株主全体の利益が著しく毀損されることが合理的な根拠をもって判断される

場合 

などについては、当社取締役会は当社株主の皆様の利益を守るため、例外的に適切と考える方策を取



ることがあります。当該大規模買付行為が当社株主全体の利益を著しく損なうか否かの検討および判

断については、その客観性および合理性を担保するため、当社取締役会は、当該大規模買付者および

大規模買付行為の具体的内容（目的、方法、対象、取得対価の種類・金額等）や当該大規模買付行為

が当社株主全体の利益に与える影響を踏まえたうえで、対抗措置を発動することの適否について独立

委員会に必ず諮問することとし、かかる独立委員会は、諮問を受けた事項について勧告することとし

ます。独立委員会の行った勧告は公表することとし、当社取締役会はかかる勧告を 大限尊重するも

のとします。 

 ４．独立委員会 

当社取締役会は、大規模買付ルールを適正に運用し、当社取締役会によって恣意的な判断がなされ

ることを排除するため、独立委員会を設置します。独立委員会は、弁護士・公認会計士・学識経験

者・実績ある会社経営者等、当社取締役会で選任された委員3名以上で構成されます。 

当社取締役会は、意向表明書が提出されたとき、または大規模買付行為の動向が明らかになったと

きに独立委員会を招集し、対抗措置発動の適否などを諮問し、独立委員会は、諮問を受けた事項につ

いて、原則として取締役会検討期間内に当社取締役会に対し勧告を行います。 

独立委員会は、大規模買付者が提供した本必要情報に不足があるとき、または提供された情報につ

き補足の情報が必要であると判断したときは、直接または当社取締役会を通じ大規模買付者に対し、

合理的に必要と考える情報の提供を求めることができるものとします。 

独立委員会が上記勧告を行うにあたっては、当社の費用により独立した第三者である専門家の助言

を得ることができるものとします。対抗措置の発動または不発動は、 終的には当社取締役会の決定

事項となりますが、当社取締役会の決定に際しては独立委員会による勧告を 大限尊重し、かつ必ず

このような独立委員会の勧告手続きを経なければならないものとすることにより、独立委員会が取締

役会の判断の公正さを確保する手段として機能するよう位置付けています。 

 ５．株主に与える影響等 

  (1)大規模買付ルールが株主に与える影響等 

大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情

報や、現に当社の経営を担っている取締役会の意見を提供し、さらには、当社株主の皆様が代替案の

提示を受ける機会を保証することを目的としています。これにより、当社株主の皆様は、十分な情報

のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのことが

当社株主全体の利益の保護につながるものと考えます。従いまして、大規模買付ルールの設定は、当

社株主の皆様が適切な投資判断を行ううえでの前提となるものであり、当社株主の皆様の利益に資す

るものであると考えております。 

  (2)対抗措置発動時に株主に与える影響等 

当社取締役会は、当社株主全体の利益を守ることを目的として、会社法その他の法律および当社定

款により認められている対抗措置をとることがありますが、当該対抗措置の仕組上、当社株主の皆様

（大規模買付ルールを遵守しなかった大規模買付者を除きます。）が法的権利または経済的側面にお

いて格別の損失を被るような事態が生じることは想定しておりません。なお、当社取締役会が具体的

対抗措置をとることを決定した場合には、法令および証券取引所規則に従って適時適切な開示を行い

ます。 

なお、当社は、新株予約権の割当ての基準日や新株予約権の割当ての効力発生後においても、例え

ば、大規模買付者が大規模買付行為を撤回した等の事情により、新株予約権の行使期間開始日の前日

までに、新株予約権の割当てを中止し、または当社が新株予約権者に当社株式を交付することなく無

償にて新株予約権を取得することがあります。これらの場合には、1株あたりの価値の希釈化は生じ



ませんので、1株あたりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売付等を行った投資家の

皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。 

 ６．大規模買付ルールの有効期限 

大規模買付ルールの有効期限は、平成19年６月27日開催の定時株主総会の日から翌年の定時株主総

会終結時までといたします。また、大規模買付ルールを継続する場合は、翌年の定時株主総会決議を

もって延長いたします。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  



５ 【研究開発活動】 

当社グループは粘・接着応用技術、特殊紙・複合材製造技術、材料改質・機能化技術ならびにシステム

化技術を基盤に、一般消費材や流通資材はもとより電子・光デバイス、オプティカル、ヘルスケア、印

刷・情報、環境、産業工材分野などの多岐にわたる研究開発活動の大部分を提出会社である当社が行って

おります。当期は前期に引き続き、中・長期研究開発計画に基づいた技術開発ならびに新製品開発活動、

とりわけ機能性材料の素材開発とその加工技術開発に積極的に取り組み、ユーザーニーズを重視したマー

ケット対話型の研究開発に努めてきました。 

また、当社の米国における研究機関としてLINTEC RESEARCH BOSTON, INC.が粘・接着フィルム、工業用

積層材料ならびにコーティング技術などの研究開発を行っております。 

結果、当中間連結会計期間における当社グループ全体での研究開発費の総額は3,052百万円でありま

す。 

なお、セグメント別の主な研究開発活動の状況は次のとおりです。 

  

（粘着関連事業） 

（１）電子・光デバイス分野 

・レーザー光を用いてバーコードなどの可視情報の繰り返し印字・消去が可能な耐久性の高い樹脂封

止タイプのICタグを新たに開発しました。当社既存技術である非接触型リライタブルシステム技術

を応用し、ICタグをコンテナなどに装着したまま、過酷な環境下でも繰り返し書き換え使用できる

ようになります。廃棄物の削減やリユース可能なコンテナの採用促進にも寄与します。 
  
（２）オプティカル分野 

・光学フィルムの貼り合せに用いられる粘着剤をさらに進化させて、高耐久性とリワーク性を両立し

た革新的な粘着剤を開発し、多様な製造工程にも対応できる材料として展開しています。さらに当

社では、低光沢度と高透過性を両立した防眩コート剤といった独自技術も開発するなど、日々進歩

を続けるフラットパネルディスプレイ分野で用いられる粘着製品の開発に引き続き注力していま

す。 
  
（３）ヘルスケア分野 

・少量の唾液でゼリー状になり嚥下しやすくなるフィルム状医薬品の基本技術をもとに、薄いシート

タイプの錠剤を製品化しました。さらに今回、あすか製薬と業務・技術提携契約を締結し、次世代

型膨潤性経口フィルム製剤の共同開発を行うことにしました。新しいドラッグデリバリー・システ

ムとして、この膨潤性経口フィルム製剤の製品開発に注力していきます。 
  
（４）印刷・情報材分野 

・生分解性プラスチックフィルムを使用した粘着ラベル素材『ビオラ』シリーズに代表される、環境

配慮型製品の開発を積極的に行っています。今回、表面基材、剥離紙共に森林認証品で構成される

FSC森林認証のシール・ラベル用粘着紙として、キャストコート紙ベースの２アイテムと、レーザ

ープリンタ対応の可変情報印字用ラベルサプライ１アイテムをラインアップしました。今後さら

に、ラベル印刷業界における幅広い森林認証の取得促進と、認証ラベル素材の利用拡大にも注力し

ていきたいと考えています。 
  
（５）産業工材分野 

・屋外耐久性に優れ、内照式看板に 適なテント地タイプの下地素材「LAG FLEX(ラグフレックス)」

の本格販売を開始しました。 近の屋外サイン業界では、軽量でメンテナンス性の高いフレキシブ

ル・フェース（FF）シートタイプの採用が増えています。「LAG FLEX」は、マーキングフィルムで

作成したマークや切り文字を貼って、内照式看板に使用できるシート材料で、耐候性や防汚性に優

れ、約５年間もの屋外使用に対応しています。当社は今後も、屋外サイン用素材から各種インテリ

ア素材まで、多岐にわたる建装材関連製品の提案を幅広く行っていきます。 

その他の研究開発活動を含め、当事業の研究開発費は2,256百万円であります。 

  



（紙関連事業） 

・森林資源の適切な管理に基づくFSC森林認証のカラークラフト紙「CoCコニーラップ」「CoCハーフ

トーンカラー」を発売しました。今後も、製品の要求品質や、製紙工程における化石燃料由来の

CO2排出量削減といった点をトータルに配慮しつつ、環境保護に寄与する材料配合の 適化に取り

組んでいきたいと考えています。 

・工業用途の剥離フィルムについては、信頼性をさらに高めるための材料開発を継続しています。剥

離性の安定化に伴い、電子部品製造工程などでも高い適応性が確認されています。また、剥離紙の

分野でも、従来の有機溶剤を用いた製造方法から非溶剤系での製造方法を拡大し、環境への配慮に

努めています。 

その他の研究開発活動を含め、当事業の研究開発費は795百万円であります。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度に計画していた設備計画のうち完了したものは、次のと

おりであります。 

１ 吾妻工場において、光学及び半導体関連粘着塗工設備が、平成19年８月に完成しました。 

２ LINTEC INDUSTRIES (MALAYSIA)SDN.BHD.において、剥離フィルム用塗工設備が、平成19年４月に完

成しました。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重

要な変更はありません。 

  

(2) 当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等についてはありません。 

  

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

  当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。 

① 平成18年度第１回新株予約権（株式報酬型） 

 
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 300,000,000

計 300,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月25日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 76,564,240 76,564,240
東京証券取引所
市場第一部

権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式

計 76,564,240 76,564,240 ― ―

取締役会決議（平成18年８月10日）

中間会計期間末現在 提出日の前月末現在
（平成19年９月30日） （平成19年11月30日）

新株予約権の数(個) 105 (注）１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 10,500 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株あたり  1 同左

新株予約権の行使期間
 平成18年８月26日～   
 平成38年８月25日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 発行価格    1
同左

株式の発行価格及び資本組入額（円） 資本組入額 （注）２，３



 
(注)１ 新株予約権１個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日

後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調

整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

   調整後付与株式数＝調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 

(注)２ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従

い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上

げる。 

(注)３ 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。 

(注)４ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点に

おいて残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合に

つき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに揚げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新

株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅

し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新

株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または

株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

（1）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

（2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

（3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（注）１に準じて決定する。 

（4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記

（3）に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と

する。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対

象会社の株式１株当たり１円とする。 

（5）新株予約権を行使することができる期間 

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使

期間の満了日までとする。 

（6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項    

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（注）２に準じて決定する。 

（7）譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

取締役会決議（平成18年８月10日）

中間会計期間末現在 提出日の前月末現在
（平成19年９月30日） （平成19年11月30日）

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、当社
 の取締役の地位を喪失し 
 た日の翌日から５年を経 
 過する日までの間に限り 
 行使することができる。

同左

② ①の期間に関わらず、
 以下に定める場合には、 
 それぞれに定める期間内 
 に限り行使することがで 
 きる。
・新株予約権者が平成37
年８月25日に至るまでに
権利行使開始日を迎えな
かった場合
 平成37年８月26日～   
 平成38年８月25日

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するとき
は、当社取締役会の承認を
要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

（注）４ 同左



（8）新株予約権の取得条項 

以下の①、②、③の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、当社の取締

役決議の決定がなされた場合）は、取締役が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することがで

きる。 

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案 

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 

  

  

② 平成19年度第１回新株予約権（株式報酬型） 

 
(注)１ 新株予約権１個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日

後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調

整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

   調整後付与株式数＝調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 

(注)２ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従

い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上

げる。 

(注)３ 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。 

取締役会決議（平成19年８月９日）

中間会計期間末現在 提出日の前月末現在
（平成19年９月30日） （平成19年11月30日）

新株予約権の数(個) 93 (注）１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 9,300 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株あたり  1 同左

新株予約権の行使期間
 平成19年８月25日～   
 平成39年８月24日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 発行価格    1
同左

株式の発行価格及び資本組入額（円） 資本組入額 （注）２，３

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、当社
 の取締役の地位を喪失し 
 た日の翌日から５年を経 
 過する日までの間に限り 
 行使することができる。

同左

② ①の期間に関わらず、
 以下に定める場合には、 
 それぞれに定める期間内 
 に限り行使することがで 
 きる。
・新株予約権者が平成38年８
月24日に至るまでに権利行使
開始日を迎えなかった場合
 平成38年８月25日～   

  平成39年８月24日

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するとき
は、当社取締役会の承認を
要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

（注）４ 同左



(注)４ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点に

おいて残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合に

つき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに揚げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新

株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅

し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。だだし、以下の条件に沿って再編対象会社の新

株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または

株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

（1）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

（2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

（3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（注）１に準じて決定する。 

（4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記

（3）に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と

する。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対

象会社の株式１株当たり１円とする。 

（5）新株予約権を行使することができる期間 

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使

期間の満了日までとする。 

（6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項    

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（注）２に準じて決定する。 

（7）譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

（8）新株予約権の取得条項 

以下の①、②、③の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、当社の取締

役決議の決定がなされた場合）は、取締役が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することがで

きる。 

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案 

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 

  

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成19年４月１日から 
平成19年９月30日

― 76,564,240 ― 23,201 ― 26,816



(5) 【大株主の状況】 
平成19年９月30日現在 

 
１ 上記のほか、自己株式が9,745百株(1.27％)あります。 

２ 百株未満は切り捨てて表示しております。 

３ Taiyo Fund Management Co. LLCから平成19年８月17日付で提出された大量保有報告書に係る変更報告書に

より、同社が平成19年８月10日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として

当中間期末現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含め

ておりません。なお、その変更報告書の内容は以下の通りであります。 

 
  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(百株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

日本製紙株式会社 東京都北区王子１丁目４番１号 217,377 28.39

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町２丁目11番３号 55,750 7.28

タイヨウファンドエルピー 
（常任代理人 香港上海銀行東
京支店）

1208 ORANGE STREET, WILMINGTON, DELAWARE
（東京都中央区日本橋３丁目11番１号）

53,289 6.96

庄 司 たみ江 東京都文京区 34,810 4.54

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海１丁目８番11号 32,462 4.23

有限会社エヌ・イー 東京都板橋区板橋２丁目64番６号 24,000 3.13

有限会社啓友社 東京都板橋区板橋２丁目64番６号 17,155 2.24

塩 飽 恵以子 東京都新宿区 13,090 1.70

シティバンクホンコンエスエイ
ファンド115 
(常任代理人 シティバンク銀行
株式会社)

MINISTRIES COMPLEX-
BLOCK NO.3 13001 SAFAT, KUWAIT 
(東京都品川区東品川２丁目３番14号)

8,348 1.09

明治安田生命保険相互会社 
（常任代理人 資産管理サービ
ス信託銀行株式会社）

東京都千代田区丸の内２丁目１番１号
(東京都中央区晴海１丁目８番12号 晴海ア
イランドトリトンスクエアオフィスタワーZ
棟) 

8,051 1.05

計 ― 464,333 60.64

氏名又は名称 住所
所有株式数
(百株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

Taiyo Fund Management Co. LLC
40 Ragsdale Drive, Suite 200,Monterey, 
CA 93940,USA

46,213 6.04



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 
平成19年９月30日現在 

 
（注）１「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が800株（議決権８個）含まれておりま

す。 

   ２「単元未満株式」欄には、熊谷産業株式会社所有の相互保有株式84株及び当社所有の自己株式38株が含まれ

ております。 

  

② 【自己株式等】 
平成19年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおける、役員の異動はありません。

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式  974,500

―
権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式

(相互保有株式)
普通株式   51,500

― 同上

完全議決権株式(その他) 普通株式 75,475,400 754,754 同上

単元未満株式 普通株式   62,840 ― 同上

発行済株式総数 76,564,240 ― ―

総株主の議決権 ― 754,754 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
リンテック株式会社

東京都板橋区本町23番23号 974,500 ― 974,500 1.27

(相互保有株式) 
熊谷産業株式会社

埼玉県熊谷市 
万吉3724―1

49,500 ― 49,500 0.06

桜井株式会社
東京都台東区池之端1丁目
２番18号

2,000 ― 2,000 0.00

計 ― 1,026,000 ― 1,026,000 1.34

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 2,580 2,665 2,725 2,640 2,485 2,255

低(円) 2,265 2,420 2,420 2,315 1,979 2,095



第５ 【経理の状況】 

１ 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年

大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

  なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務

諸表規則に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中

間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

２ 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省

令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

  なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表

等規則に基づいて作成しております。 

  

３ 当社は、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）及び前中間会計期間（平

成18年９月30日から平成18年９月30日まで）は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当中間連結

会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日）及び当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19

年９月30日まで）は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ中間連結財務諸表並び

に中間財務諸表について、新日本監査法人の中間監査を受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

１ 現金及び預金 15,074 18,768 15,784

２ 受取手形 
  及び売掛金

※４ 72,096 67,610 70,537

３ 有価証券 672 674 673

４ たな卸資産 26,437 27,431 26,115

５ 繰延税金資産 1,446 1,747 1,476

６ その他 2,352 3,760 3,023

７ 貸倒引当金 △109 △90 △80

流動資産合計 117,971 59.7 119,902 58.8 117,530 59.2

Ⅱ 固定資産

(1) 有形固定資産 ※１

１ 建物及び構築物 21,973 24,005 21,956

２ 機械装置 
  及び運搬具

29,987 31,389 31,622

３ 土地 8,043 8,180 8,044

４ 建設仮勘定 5,261 6,326 4,801

５ その他 1,987 2,235 1,952

有形固定資産 
合計

67,253 34.0 72,138 35.4 68,376 34.5

(2) 無形固定資産

 １ のれん 146 114 130

 ２ その他 243 313 290

   無形固定資産 
   合計

390 0.2 427 0.2 421 0.2

(3) 投資その他の資産

１ 繰延税金資産 6,340 6,156 6,550

２ その他 5,923 5,417 5,801

３ 貸倒引当金 △164 △171 △155

投資その他の 
資産合計

12,100 6.1 11,402 5.6 12,196 6.1

固定資産合計 79,744 40.3 83,968 41.2 80,994 40.8

資産合計 197,716 100.0 203,871 100.0 198,525 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

１ 支払手形及び 
  買掛金

※４ 56,288 51,118 53,454

２ 短期借入金 913 935 2,603

３ 未払法人税等 2,034 1,754 2,074

４ 役員賞与引当金 36 32 54

５ その他 12,148 14,284 9,762

流動負債合計 71,420 36.1 68,124 33.4 67,950 34.2

Ⅱ 固定負債

１ 長期借入金 304 253 280

２ 退職給付引当金 17,475 15,946 16,601

３ 役員退職慰労 
  引当金

21 ― 23

４ その他 301 317 273

固定負債合計 18,102 9.2 16,517 8.1 17,178 8.7

負債合計 89,523 45.3 84,642 41.5 85,128 42.9

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 23,201 23,201 23,201

 ２ 資本剰余金 26,818 26,818 26,818

 ３ 利益剰余金 57,176 66,106 61,726

 ４ 自己株式 △1,030 △1,035 △1,033

   株主資本合計 106,166 53.7 115,090 56.5 110,712 55.7

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

883 576 689

 ２ 為替換算調整勘定 422 2,744 1,217

   評価・換算差額等 
   合計

1,305 0.7 3,321 1.6 1,907 1.0

Ⅲ 新株予約権 29 0.0 47 0.0 29 0.0

Ⅳ 少数株主持分 690 0.3 770 0.4 747 0.4

   純資産合計 108,192 54.7 119,228 58.5 113,396 57.1

   負債純資産合計 197,716 100.0 203,871 100.0 198,525 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 97,170 100.0 95,605 100.0 192,722 100.0

Ⅱ 売上原価 76,698 78.9 75,098 78.5 152,282 79.0

売上総利益 20,471 21.1 20,507 21.5 40,440 21.0

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費

１ 運送保管料 2,456 2,492 4,976

２ 給料手当 2,527 2,564 4,960

３ 退職給付引当金 
  繰入額

117 90 230

４ 役員退職慰労 
  引当金繰入額

13 ― 15

５ 減価償却費 307 320 602

６ 研究開発費 2,396 3,052 5,012

７ その他 4,893 12,712 13.1 5,028 13,548 14.2 9,844 25,642 13.3

営業利益 7,759 8.0 6,958 7.3 14,798 7.7

Ⅳ 営業外収益

１ 受取利息 51 84 146

２ 受取配当金 91 76 227

３ 賃貸料収入 26 26 51

４ 受取補償金 0 20 6

５ 為替差益 130 ― 263

６ その他 104 405 0.4 107 314 0.3 366 1,061 0.5

Ⅴ 営業外費用

１ 支払利息 39 45 92

２ 固定資産除却損 531 192 772

３ 為替差損 ― 42 ―

４ クレーム補償代 ― 62 97

５ その他 119 689 0.7 60 403 0.4 197 1,159 0.6

経常利益 7,475 7.7 6,869 7.2 14,700 7.6

Ⅵ 特別利益

１ 投資有価証券売却益 ― 50 ―

２ 補助金収入 ※１ 67 ― 80

３ 固定資産売却益 ※２ ― ― 29

４ 貸倒引当金戻入額 ― 67 0.1 ― 50 0.0 13 123 0.1

Ⅶ 特別損失

１ 操業遅延損失 ― ― 488

２ 特別退職金 ― ― 25

３ 会員権評価損及び償
還損

― ― ― ― ― ― 10 524 0.3

税金等調整前 
中間(当期)純利益

7,542 7.8 6,919 7.2 14,298 7.4

法人税、住民税 
及び事業税

1,959 1,699 3,803

法人税等調整額 358 2,317 2.4 277 1,976 2.0 180 3,984 2.1

少数株主利益 27 0.1 12 0.0 76 0.0

中間(当期)純利益 5,198 5.3 4,930 5.2 10,238 5.3



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 23,201 26,818 52,723 △1,027 101,715

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 (注) △680 △680

 取締役賞与金 (注) △65 △65

 中間純利益 5,198 5,198

 自己株式の取得 △3 △3

 自己株式の処分 0 0 0

中間連結会計期間中の変動額合計

(百万円)
― 0 4,452 △2 4,450

平成18年９月30日残高(百万円) 23,201 26,818 57,176 △1,030 106,166

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 1,606 369 1,975 ― 670 104,362

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 (注) △680

 取締役賞与金 (注) △65

 中間純利益 5,198

 自己株式の取得 △3

 自己株式の処分 0

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△722 53 △669 29 20 △620

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△722 53 △669 29 20 3,830

平成18年９月30日残高(百万円) 883 422 1,305 29 690 108,192



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(百万円) 23,201 26,818 61,726 △1,033 110,712

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当  △755 △755

 中間純利益 4,930 4,930

 自己株式の取得 △2 △2

 自己株式の処分 0 0 0

 連結子会社増加に伴う利益剰余
金増加高

205 205

中間連結会計期間中の変動額合計

(百万円)
― 0 4,379 △2 4,377

平成19年９月30日残高(百万円) 23,201 26,818 66,106 △1,035 115,090

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 689 1,217 1,907 29 747 113,396

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当  △755

 中間純利益 4,930

 自己株式の取得 △2

 自己株式の処分 0

 連結子会社増加に伴う利益剰余
金増加高

205

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△112 1,526 1,413 18 22 1,454

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△112 1,526 1,413 18 22 5,832

平成19年９月30日残高(百万円) 576 2,744 3,321 47 770 119,228



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 23,201 26,818 52,723 △1,027 101,715

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 (注) △680 △680

 剰余金の配当 △604 △604

 取締役賞与金 (注) △65 △65

 当期純利益 10,238 10,238

 自己株式の取得 △6 △6

 自己株式の処分 0 0 0

 米国年金会計基準に基づく 

  剰余金増加高
58 58

 海外子会社会計通貨単位の 

 変更に伴う剰余金増加高
93 93

 従業員奨励福利基金 △37 △37

連結会計年度中の変動額合計 

(百万円)
― 0 9,002 △6 8,996

平成19年３月31日残高(百万円) 23,201 26,818 61,726 △1,033 110,712

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主 

持分
純資産合計その他 

有価証券 

評価差額金

為替換算 

調整勘定

評価・換算差額

等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 1,606 369 1,975 ― 670 104,362

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 (注） △680

 剰余金の配当 △604

 取締役賞与金 (注) △65

 当期純利益 10,238

 自己株式の取得 △6

 自己株式の処分 0

 米国年金会計基準に基づく 

 剰余金増加額
58

 海外子会社会計通貨単位の 

 変更に伴う剰余金増加額
93

 従業員奨励福利基金 △37

 株主資本以外の項目の 

 連結会計年度中の変動額(純額)
△916 848 △67 29 76 38

連結会計年度中の変動額合計 

(百万円)
△916 848 △67 29 76 9,034

平成19年３月31日残高(百万円) 689 1,217 1,907 29 747 113,396



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間(当期)純利益 7,542 6,919 14,298

 ２ 減価償却費 3,571 4,139 7,700

 ３ のれん償却額 16 16 32

 ４ 退職給付引当金の増減額 
   (減少：△)

△784 △659 △1,662

 ５ 貸倒引当金の増減額(減少：△) △30 24 △79

 ６ 受取利息及び受取配当金 △143 △159 △373

 ７ 支払利息 39 45 92

 ８ 固定資産売却益 △22 △2 △43

 ９ 固定資産除売却損 445 124 643

 10 売上債権の増減額(増加：△) △8,736 3,466 △7,075

 11 たな卸資産の増減額(増加：△) △2,428 △1,083 △1,950

 12 仕入債務の増減額(減少：△) 10,808 △1,054 7,820

 13 投資有価証券売却益 ― △50 ―

 14 会員権等評価損 0 ― ―

 15 会員権評価損及び償還損 ― ― 10

 16 その他 △1,174 1,462 △1,704

    小計 9,104 13,188 17,709

 17 利息及び配当金の受取額 145 161 307

 18 利息の支払額 △41 △54 △64

 19 法人税等の支払額 △2,529 △2,035 △4,218

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

6,678 11,259 13,733



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預入による支出 △1,624 △716 △1,235

 ２ 定期預金の払戻による収入 704 933 1,048

 ３ 有価証券の売却による収入 35 ― 35

 ４ 有形固定資産の取得による支出 △4,459 △6,668 △11,646

 ５ 有形固定資産の売却による収入 44 34 86

 ６ 投資有価証券の取得による支出 △69 △162 △71

 ７ 投資有価証券の売却による収入 ― 550 0

 ８ 貸付けによる支出 △4 △17 △58

 ９ 貸付金の回収による収入 12 9 24

 10 非連結子会社・関連会社の株式 
   の取得及び出資による支出

― △60 △239

 11 その他 △50 △53 △144

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△5,411 △6,151 △12,200

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の増減額 △394 △1,712 1,222

 ２ 配当金の支払額 △670 △753 △1,283

 ３ 自己株式の取得による支出 △3 △2 △6

 ４ その他 △0 △1 △0

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△1,069 △2,470 △67

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

142 331 318

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 340 2,969 1,784

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 13,765 15,549 13,765

Ⅶ 連結会社増加に伴う 
  現金及び現金同等物の増加高

― 189 ―

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

14,105 18,709 15,549



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 

 (イ) 連結子会社の数 19社 

    主な連結子会社名

          LINTEC KOREA,INC. 

          琳得科(蘇州)科技有限 

     公司   

          LINTEC INDUSTRIES  

     (MALAYSIA)SDN.BHD.   

          P.T.LINTEC INDONESIA. 

          LINTEC OF AMERICA,INC.

１ 連結の範囲に関する事項 

 (イ) 連結子会社の数 20社 

    主な連結子会社名

同左 

 

 

 

 

 

 

 な お、LINTEC ADVANCED 

TECHNOLOGIES(EUROPE)  GMBH

については、重要性が増した

ため当中間連結会計期間より

連結の範囲に含めることとし

ました。

１ 連結の範囲に関する事項 

 (イ) 連結子会社の数 19社 

    主な連結子会社名

          LINTEC KOREA,INC. 

          琳得科(蘇州)科技有限 

     公司   

          LINTEC INDUSTRIES  

     (MALAYSIA)SDN.BHD.   

          P.T.LINTEC INDONESIA. 

          LINTEC OF AMERICA,INC.

 (ロ) 非連結子会社の数 10社

主要な非連結子会社は、

LINTEC INDUSTRIES(SARAWAK) 

SDN. BHD. 、リンテックサー

ビス㈱、および東京リンテッ

ク加工㈱であります。

 (ロ) 非連結子会社の数 11社

同左

 (ロ) 非連結子会社の数 12社

同左

 (ハ) 非連結子会社について連結の

範囲から除いた理由

非連結子会社10社は、いず

れも小規模会社であり、合計

の総資産、売上高、中間純損

益(持分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)等

は、いずれも中間連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしてい

ないためであります。

 (ハ) 非連結子会社について連結の

範囲から除いた理由

非連結子会社11社は、いず

れも小規模会社であり、合計

の総資産、売上高、中間純損

益(持分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)等

は、いずれも中間連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしてい

ないためであります。

 (ハ) 非連結子会社について連結の

範囲から除いた理由

非連結子会社12社は、いず

れも小規模会社であり、合計

の総資産、売上高、当期純損

益(持分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)等

は、いずれも連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていない

ためであります。

２ 持分法の適用に関する事項

非連結子会社及び関連会社に

ついては中間純損益(持分に見

合う額)及び利益剰余金(持分に

見合う額)等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体としても重

要性がないため持分法を適用し

ておりません。

非連結子会社は上記10社であ

り、関連会社は大西物流㈱他３

社であります。

２ 持分法の適用に関する事項

非連結子会社及び関連会社に

ついては中間純損益(持分に見

合う額)及び利益剰余金(持分に

見合う額)等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体としても重

要性がないため持分法を適用し

ておりません。

非連結子会社は上記11社であ

り、関連会社は大西物流㈱他３

社であります。

２ 持分法の適用に関する事項

非連結子会社及び関連会社に

ついては当期純損益(持分に見

合う額)及び利益剰余金(持分に

見合う額)等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体としても重

要性がないため持分法を適用し

ておりません。

非連結子会社は上記12社であ

り、関連会社は大西物流㈱他３

社であります。



前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

連結子会社のうち、LINTEC 

KOREA, INC.、琳得科(蘇州)科

技 有 限 公 司、LINTEC 

INDUSTRIES  (MALAYSIA)SDN. 

BHD.、P.T.LINTEC INDONESIA他

８社の中間決算日は６月末日、

LINTEC OF AMERICA, INC.他３

社の中間決算日は、８月末日で

あります。中間連結財務諸表の

作成に当っては、上記子会社16

社の中間決算日と中間連結決算

日との差異が３ヶ月以内である

ため、各社の事業年度の中間財

務諸表を使用しており、中間連

結決算日との間に生じた重要な

取引については必要な調整を行

っております。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

連結子会社のうち、LINTEC 

KOREA, INC.、琳得科(蘇州)科

技 有 限 公 司、LINTEC 

INDUSTRIES  (MALAYSIA)SDN. 

BHD.、P.T.LINTEC INDONESIA他

13社の中間決算日は６月末日で

あります。中間連結財務諸表の

作成に当っては、上記子会社17

社の中間決算日と中間連結決算

日との差異が３ヶ月以内である

ため、各社の事業年度の中間財

務諸表を使用しており、中間連

結決算日との間に生じた重要な

取引については必要な調整を行

っております。

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項

連結子会社のうち、LINTEC 

KOREA, INC.、琳得科(蘇州)科

技有限公司他14社の決算日は12

月末日であります。連結財務諸

表の作成に当っては、上記子会

社16社の決算日と連結決算日と

の差異が３ヶ月以内であるた

め、各社の事業年度の財務諸表

を使用しており、連結決算日と

の間に生じた重要な取引につい

ては必要な調整を行っておりま

す。 

な お、LINTEC  OF  AMERICA,

INC.、MADICO,INC.他2社につい

ては、決算日を12月31日に変更

し、平成18年３月１日から平成

18年12月31日までの10ヶ月決算

となっております。

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

  (イ) 有価証券

    満期保有目的の債券

     償却原価法

    その他有価証券

     時価のあるもの

      中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法

(評価差額は、全部純

資産直入法により処理

し、売却原価は、移動

平均法により算定)

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

  (イ) 有価証券

    満期保有目的の債券

       同左

    その他有価証券

     時価のあるもの

同左

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

  (イ) 有価証券

    満期保有目的の債券

       同左

    その他有価証券

     時価のあるもの

      決算末日の市場価格等

に基づく時価法(評価

差額は、全部純資産直

入法により処理し、売

却原価は、移動平均法

により算定)

     時価のないもの

      移動平均法による原価

法

     時価のないもの

同左

     時価のないもの

同左

  (ロ) たな卸資産

     主として総平均法による

原価法(ただし、機械類に

ついては個別法による原価

法)によっており、一部の

在外連結子会社は先入先出

法による低価法によってお

ります。

  (ロ) たな卸資産

同左

  (ロ) たな卸資産

同左

  (ハ) デリバティブ

     時価法

  (ハ)  ―――――― (ハ)  ――――――



  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  (イ) 有形固定資産

     主として定率法によって

おり、在外連結子会社は定

額法によっております。

     ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物(建

物附属設備は除く)につい

ては、定額法によっており

ます。

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  (イ) 有形固定資産

     主として定率法によって

おり、在外連結子会社は定

額法によっております。

     ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物(建

物附属設備は除く)につい

ては、定額法によっており

ます。

  (会計方針の変更)  

 当社及び国内連結子会社

は、法人税法の改正((所得

税法等の一部を改正する法

律 平成19年３月30日 法

律第６号）及び（法人税法

施行令の一部を改正する政

令 平成19年３月30日 政

令第83号))に伴い、当中間

連結会計期間から、平成19

年４月１日以降に取得した

ものについては、改正後の

法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しておりま

す。 

 これに伴い、前中間連結

会計期間と同一の方法によ

った場合と比べ、営業利

益、経常利益及び税金等調

整前中間純利益がそれぞれ

31百万円減少しておりま

す。  

  (追加情報)  

 当社及び国内連結子会社

は、当中間連結会計期間か

ら、平成19年３月31日以前

に取得したものについて

は、償却可能限度額まで償

却が終了した翌年から５年

間で均等償却する方法によ

っております。  

 当該変更に伴う損益は、

営業利益、経常利益及び税

金等調整前中間純利益がそ

れぞれ100百万円減少して

おります。

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  (イ) 有形固定資産

     主として定率法によって

おり、在外連結子会社は定

額法によっております。

     ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物(建

物附属設備は除く)につい

ては、定額法によっており

ます。



 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

  (ロ) 無形固定資産

     定額法によっておりま

す。

     ただし、ソフトウェア

(自社利用分)については、

社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法によ

っております。

  (ロ) 無形固定資産

同左

  (ロ) 無形固定資産

同左

 (3) 重要な引当金の計上基準

  (イ) 貸倒引当金

     債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しておりま

す。

 (3) 重要な引当金の計上基準

  (イ) 貸倒引当金

同左

 (3) 重要な引当金の計上基準

  (イ) 貸倒引当金

同左

  (ロ) 役員賞与引当金

役員の賞与支給に充てる

ため、当連結会計年度にお

ける支給見込額に基づき、

当中間連結会計期間に見合

う額を計上しております。

    (会計方針の変更)

当中間連結会計期間より

「役員賞与に関する会計基

準」(企業会計基準委員会

平成17年11月29日 企業会

計基準第４号)を適用して

おります。 

 これにより営業利益、経

常利益及び税金等調整前中

間純利益は、36百万円減少

しております。

  (ロ) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、支

給見込額に基づき当中間連

結会計期間に見合う額を計

上しております。

  (ロ) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、支

給見込額に基づき当連結会

計年度に見合う分を計上し

ております。

    (会計方針の変更)

当連結会計年度より「役

員賞与に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平

成17年11月29日 企業会計

基準第４号)を適用してお

ります。 

 これにより営業利益、経

常利益及び税金等調整前当

期純利益は、54百万円減少

しております。

  (ハ) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、当中間連結会計期間末

において発生していると認

められる額を計上しており

ます。

過去勤務債務の額につい

ては、発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定

の年数(15年)による定額法

により、費用処理しており

ます。

数理計算上の差異につい

ては、各連結会計年度の発

生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

(15年)による定額法によ

り、それぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理する

こととしております。

  (ハ) 退職給付引当金

同左

  (ハ) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、当期末において発生し

ている額を計上しておりま

す。

過去勤務債務の額につい

ては、発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定

の年数(15年)による定額法

により、費用処理しており

ます。

数理計算上の差異につい

ては、各連結会計年度の発

生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

(15年)による定額法によ

り、それぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理する

こととしております。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

  (ニ) 役員退職慰労引当金

国内連結子会社１社につ

いては、退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基づ

く当連結会計年度末におけ

る要支給額に基づき、当中

間連結会計期間末において

発生していると認められる

額を計上しております。

    (追加情報)

当社は、役員報酬制度の

抜本的見直しを行い、平成

18年６月29日開催の定時株

主総会において承認されま

した。見直しの一環として

従来の役員退職慰労金制度

を廃止しましたが、これに

伴い、同総会終了時におけ

る役員退職慰労引当金208

百万円を役員退任時の支給

見込み額として、固定負債

「その他」へ振替えており

ます。

  (ニ)  ――――――   (ニ) 役員退職慰労引当金

国内連結子会社１社につ

いては、退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基づ

く当連結会計年度末要支給

額を計上しております。

    (追加情報)

当社は、役員報酬制度の

抜本的見直しを行い、平成

18年６月29日開催の定時株

主総会において承認されま

した。見直しの一環として

従来の役員退職慰労金制度

を廃止しましたが、これに

伴い、同総会終了時におけ

る役員退職慰労引当金208

百万円を役員退任時の支給

見込み額として、固定負債

「その他」へ振り替えてお

ります。

 (4) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

一部の在外連結子会社につ

いては、米国基準に従い資産

計上しております。

 (4) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

一部の在外連結子会社につ

いては資産計上しておりま

す。

 (4) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

一部の在外連結子会社につ

いては、米国基準に従い資産

計上しております。

 (5) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

  (イ) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の

会計処理は、税抜方式によ

っております。

 (5) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

  (イ) 消費税等の会計処理

同左

 (5) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項

  (イ) 消費税等の会計処理

同左

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

   手許現金・随時引き出し可能

な現金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない、取

得日から３ヶ月以内に満期日ま

たは償還日の到来する短期投資

からなっております。

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

同左

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

同左



次へ 

(会計方針の変更) 
  

 

  
  

(表示方法の変更) 
  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等)
当中間連結会計期間より「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会
計基準」(企業会計基準委員会 平
成17年12月９日 企業会計基準第５
号)及び「貸借対照表の純資産の部
の表示に関する会計基準等の適用指
針」(企業会計基準委員会 平成17
年12月９日 企業会計基準適用指針
第８号)を適用しております。
これによる損益に与える影響はあ

りませんが、従来の「資本の部」の
合計に相当する金額は、107,472百
万円であります。    
なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間にお
ける中間連結財務諸表は、改正後の
中間連結財務諸表規則により作成し
ております。

―――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等)
当連結会計年度より「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基
準」(企業会計基準委員会 平成17
年12月９日 企業会計基準第５号)
及び「貸借対照表の純資産の部の表
示に関する会計基準等の適用指針」
(企業会計基準委員会 平成17年12
月９日 企業会計基準適用指針第８
号)を適用しております。
これによる損益に与える影響はあ

りませんが、従来の「資本の部」の
合計に相当する金額は、112,619百
万円であります。    
なお、当連結会計年度における連

結貸借対照表の純資産の部について
は、連結財務諸表規則の改正に伴
い、改正後の連結財務諸表規則によ
り作成しております。

(ストック・オプション等に関する
会計基準等)
当中間連結会計期間より「ストッ

ク・オプション等に関する会計基
準」(企業会計基準委員会 平成17
年12月27日 企業会計基準第８号)
及び「ストック・オプション等に関
する会計基準の適用指針」(企業会
計基準委員会 終改正平成18年５
月31日 企業会計基準適用指針第11
号)を適用しております。
これにより営業利益、経常利益及

び税金等調整前中間純利益は、29百
万円減少しております。

―――――― (ストック・オプション等に関する
会計基準等)
当連結会計年度より「ストック・

オプション等に関する会計基準」
(企業会計基準委員会 平成17年12
月27日 企業会計基準第８号)及び
「ストック・オプション等に関する
会計基準の適用指針」(企業会計基
準委員会 終改正平成18年５月31
日 企業会計基準適用指針第11号)
を適用しております。
これにより営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益は、29百
万円減少しております。

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

―――――― (中間連結貸借対照表) 

 固定負債の「役員退職慰労引当金」について、前中間

連結会計期間末は区分掲記しておりましたが、金額の重

要性が低くなったため、当中間連結会計期間末より、固

定負債の「その他」に含めて表示しております。 

 固定負債の「その他」に含めた役員退職慰労引当金の

金額は25百万円です。

―――――― （中間連結損益計算書) 

 前中間連結会計期間において、営業外費用「その他」

に含めて表示しておりました「クレーム補償代」につい

ては、当中間連結会計期間において営業外費用の総額の

100分の10以上となったため、当中間連結会計期間より

区分掲記することといたしました。 

 なお、前中間連結会計期間の営業外費用「その他」に

含まれる「クレーム補償代」は37百万円であります。



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 
  

 
  

前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

86,622百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

93,193百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

89,547百万円

 

 ２ 偶発債務

   機械販売に伴うリース物件の

引取保証

重田印刷㈱ 1百万円

   金融機関からの借入に対する

債務保証

LINTEC  
INDUSTRIES 
(SARAWAK)SDN. 
BHD.

13百万円

 

 ２ 偶発債務

   金融機関からの借入に対する

債務保証

LINTEC 
INDUSTRIES 
(SARAWAK)SDN. 
BHD.

10百万円

 

 ２ 偶発債務

   金融機関からの借入に対する

債務保証

LINTEC 
INDUSTRIES 
(SARAWAK)SDN. 
BHD.

11百万円

 ３ 当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント

   当社及び連結子会社(LINTEC 

OF  AMERICA,INC,  P.T.LINTEC 

INDONESIA, LINTEC INDUSTRIES 

(MALAYSIA)SDN.BHD.) は、運 転

資金の効率的な調達を行うため

取引銀行と当座貸越契約及び貸

出コミットメント契約を締結し

ています。

   当中間連結会計期間末におけ

る当座貸越契約及び貸出コミッ

トメントに係る借入金未実行残

高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額
及び貸出コミッ
トメントの総額

27,157百万円

借入実行残高 845百万円

差引額 26,311百万円

 ３ 当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント

   当社及び連結子会社(LINTEC 

OF  AMERICA,INC,  P.T.LINTEC 

INDONESIA, LINTEC INDUSTRIES 

(MALAYSIA)SDN.BHD.) は、運 転

資金の効率的な調達を行うため

取引銀行と当座貸越契約及び貸

出コミットメント契約を締結し

ています。

   当中間連結会計期間末におけ

る当座貸越契約及び貸出コミッ

トメントに係る借入金未実行残

高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額
及び貸出コミッ
トメントの総額

27,347百万円

借入実行残高 862百万円

差引額 26,485百万円

 ３ 当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント

   当社及び連結子会社(LINTEC 

OF  AMERICA,INC,  P.T.LINTEC 

INDONESIA, LINTEC INDUSTRIES 

(MALAYSIA)SDN.BHD.) は、運 転

資金の効率的な調達を行うため

取引銀行と当座貸越契約及び貸

出コミットメント契約を締結し

ています。

   当連結会計年度末における当

座貸越契約及び貸出コミットメ

ントに係る借入金未実行残高等

は次のとおりであります。

当座貸越極度額
及び貸出コミッ
トメントの総額

27,227百万円

借入実行残高 2,533百万円

差引額 24,693百万円



 
  

(中間連結損益計算書関係) 
  

 
  
  

前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末
(平成19年3月31日)

 

 ※４ 中間連結会計期間末日満期

手形の処理方法 

 中間連結会計期間末日満期

手形については、手形交換日

に決済処理する方法によって

おります。また、中間連結会

計期間末日に期日決済される

売掛金・買掛金についても手

形に準じて期日に決済される

ものが含まれております。従

って当中間連結会計期間末日

が金融機関の休日であるた

め、中間期末残高には次のと

おり中間連結会計期間末日満

期の債権・債務が含まれてお

ります。
受取手形及び
売掛金

6,012百万円

支払手形及び
買掛金

9,212百万円
 

 ※４ 中間連結会計期間末日満期

手形の処理方法 

 中間連結会計期間末日満期

手形については、手形交換日

に決済処理する方法によって

おります。また、中間連結会

計期間末日に期日決済される

売掛金・買掛金についても手

形に準じて期日に決済される

ものが含まれております。従

って当中間連結会計期間末日

が金融機関の休日であるた

め、中間期末残高には次のと

おり中間連結会計期間末日満

期の債権・債務が含まれてお

ります。
受取手形及び
売掛金

4,970百万円

支払手形及び
買掛金

7,482百万円
 

 ※４ 連結会計年度末日満期手形

の処理方法 

 連結会計年度末日満期手形

については、手形交換日に決

済処理する方法によっており

ます。また、連結会計年度末

日に期日決済される売掛金・

買掛金についても手形に準じ

て期日に決済されるものが含

まれております。従って当連

結会計年度末日が金融機関の

休日であるため、連結会計年

度末残高には次のとおり連結

会計年度末日満期の債権・債

務が含まれております。 

 
受取手形及び
売掛金

6,263百万円

支払手形及び
買掛金

9,444百万円

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 特別利益の「補助金収入」

は、エネルギー多消費型設備

天然ガス化推進事業に係る補

助金であります。

―――――― ――――――

※２   ―――――― ―――――― ※２ 特別利益の「固定資産売却

益」の内訳は次のとおりで

す。

土地 26百万円

建物及び構築
物

2百万円

計 29百万円



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   

  

２ 自己株式に関する事項 

   

 (変動事由の概要)  
増加数は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
減少数は、単元未満株式の買増しによる減少であります。 
  
３ 新株予約権等に関する事項 

 
  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

 
  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
 (変動事由の概要)  
増加数は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
減少数は、単元未満株式の買増し請求による減少であります。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 76,564,240 ― ― 76,564,240

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 971,361 1,073 144 972,290

会社名 内訳
当中間連結会計期間末残高

(百万円)

提出会社 ストック・オプションとしての新株予約権 29

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 680 9 平成18年３月31日 平成18年６月30日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成18年11月15日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 604 8 平成18年９月30日 平成18年12月8日

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 76,564,240 ― ― 76,564,240

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 973,631 911 4 974,538

会社名 内訳
当中間連結会計期間末残高

(百万円)

提出会社 ストック・オプションとしての新株予約権 47



次へ 

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

 
  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
 (変動事由の概要)  

 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成19年４月16日 
取締役会

普通株式 755 10 平成19年３月31日 平成19年６月28日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年11月13日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 907 12 平成19年９月30日 平成19年12月10日

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 76,564,240 ― ― 76,564,240

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 971,361 2,526 256 973,631

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

 単元未満株式の買取りによる増加 2,526株

減少数の主な内訳は、次の通りであります。

 単元未満株式の買増し請求による減少 256株

会社名 内訳
当連結会計年度末残高

(百万円)

提出会社 ストック・オプションとしての新株予約権 29

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 680 9 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年11月15日 
取締役会

普通株式 604 8 平成18年９月30日 平成18年12月８日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年４月16日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 755 10 平成19年３月31日 平成19年６月28日



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に記載さ

れている科目の金額との関係

現金及び預金 15,074百万円

預入れ期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金

△1,641百万円

取得日から３ヶ月
以内に満期日また
は償還日の到来す
る有価証券(短期
投資)

672百万円

現金及び現金 
同等物

14,105百万円

 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に記載さ

れている科目の金額との関係

現金及び預金 18,768百万円

預入れ期間が
３ヶ月を超える 
定期預金

△733百万円

取得日から３ヶ月
以内に満期日また
は償還日の到来す
る有価証券(短期
投資)

674百万円

現金及び現金
同等物

18,709百万円

 

 現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に記載されている

科目の金額との関係

現金及び預金 15,784百万円

預入れ期間が
３ヶ月を超える 
定期預金

△908百万円

取得日から３ヶ月
以内に満期日また
は償還日の到来す
る有価証券(短期
投資)

673百万円

現金及び現金
同等物

15,549百万円



前へ   次へ 

(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額
機械装置
及び 

運搬具

その他
(工具器
具備品) 合計

百万円 百万円 百万円

取得価額 
相当額

379 1,142 1,522

減価償却 
累計額 
相当額

216 692 908

中間期末 
残高 
相当額

163 450 613

 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額
機械装置
及び 

運搬具

その他
(工具器
具備品) 合計

百万円 百万円 百万円

取得価額 
相当額

404 841 1,246

減価償却 
累計額 
相当額

249 389 639

中間期末 
残高 
相当額

154 451 606

 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額
機械装置
及び 
運搬具

その他
(工具器
具備品) 合計

百万円 百万円 百万円

取得価額
相当額

405 941 1,346

減価償却
累計額 
相当額

234 481 716

期末残高
相当額

170 459 630

  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しておりま

す。

同左   なお、取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 231百万円

１年超 382百万円

合計 613百万円

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 233百万円

１年超 373百万円

合計 606百万円

② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 235百万円

１年超 395百万円

合計 630百万円

なお、未経過リース料中間期

末残高相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子

込み法により算定しておりま

す。

同左 なお、未経過リース料期末残

高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により

算定しております。

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 170百万円

減価償却費相
当額

170百万円

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 128百万円

減価償却費相
当額

128百万円

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 311百万円

減価償却費相
当額

311百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

④ 減価償却費相当額の算定方法
同左

オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

１年以内 15百万円

１年超 3百万円

合計 18百万円

オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

１年以内 48百万円

１年超 113百万円

合計 161百万円

オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

１年以内 50百万円

１年超 134百万円

合計 184百万円

(減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失は

ありませんので、項目等の記載は省

略しております。

(減損損失について)

同左

(減損損失について)

同左



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

 １ 時価のある有価証券 
  

 
  

 ２ 時価評価されていない主な有価証券 

 
  

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

 １ 時価のある有価証券 
  

 
  

 ２ 時価評価されていない主な有価証券 

   

区分
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価(百万円) 差額(百万円)

(1) 満期保有目的の債券

① 国債・地方債等 ― ― ―

② 社債 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

計 ― ― ―

区分 取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

(2) その他有価証券

① 株式 1,362 2,852 1,490

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

計 1,362 2,852 1,490

中間連結貸借対照表計上額

満期保有目的の債券 国債・地方債等 4百万円

その他有価証券 非上場株式 662百万円

MMF他 672百万円

区分
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価(百万円) 差額(百万円)

(1) 満期保有目的の債券

① 国債・地方債等 ― ― ―

② 社債 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

計 ― ― ―

区分 取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

(2) その他有価証券

① 株式 1,516 2,486 970

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

計 1,516 2,486 970

中間連結貸借対照表計上額

満期保有目的の債券 国債・地方債等 4百万円

その他有価証券 非上場株式 167百万円

MMF他 674百万円



前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

 １ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

 ２ 時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

 
  

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  
デリバディブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

通貨関連 

 
(注)  時価の算定方法は、契約締結先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  
  当中間連結会計期間において、当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項は

ありません 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  
  当社及び海外子会社の一部において為替予約取引を行いましたが、当連結会計年度末までに決済ま

たは契約が終了しておりますので、注記の対象から除いております。 

  

区分
連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価(百万円) 差額(百万円)

(1) 満期保有目的の債券

① 国債・地方債等 ― ― ―

② 社債 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

計 ― ― ―

区分 取得原価(百万円)
連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

(2) その他有価証券

① 株式 1,364 2,527 1,163

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

計 1,364 2,527 1,163

満期保有目的の債券 国債・地方債等 4百万円

その他有価証券 非上場株式 662百万円

MMF他 673百万円

取引の種類
契約額等
(百万円)

うち１年超
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

為替予約取引

買建

 (日本円) 500 － 488 △ 11

合計 500 － 488 △ 11



前へ 

(ストック・オプション等関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  １ ストック・オプションにかかる当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費のその他    29百万円 
  
  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  １ ストック・オプションにかかる当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費のその他    18百万円 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  １ ストック・オプションにかかる当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費のその他    29百万円 

  

  ２ ストック・オプションの内容 

 
  

  

 会社名  提出会社

 決議年月日  平成18年８月10日

 付与対象者の区分及び人数  当社取締役  17名

 株式の種類及び付与数  普通株式 10,500株

 付与日  平成18年８月25日

 権利確定条件  新株予約権付与時において、当社の取締役の地位にあること

 対象勤務期間  定めておりません

 権利行使期間  平成18年８月26日～平成38年８月25日

 権利行使価格（円）  1

 付与日における公正な評価単価（円）  2,788



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

  
  

 
(注) １ 事業区分は、製品の種類、性質及び販売方法の類似性を考慮し、粘着関連事業と紙関連事業に区分しており

ます。 

２ 各事業の主な製品 

(1) 粘着関連事業……粘着紙・粘着フィルム・半導体関連製品及び機器・光学関連製品 

(2) 紙関連事業……剥離紙・剥離フィルム・封筒用紙 

  

  

 
(注) １ 事業区分は、製品の種類、性質及び販売方法の類似性を考慮し、粘着関連事業と紙関連事業に区分しており

ます。 

２ 各事業の主な製品 

(1) 粘着関連事業……粘着紙・粘着フィルム・半導体関連製品及び機器・光学関連製品 

(2) 紙関連事業……剥離紙・剥離フィルム・封筒用紙 

  

項目

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

粘着関連事業 
(百万円)

紙関連事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

73,051 24,119 97,170 ― 97,170

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

3 5,132 5,136 (5,136) ―

計 73,054 29,251 102,306 (5,136) 97,170

  営業費用 67,346 27,196 94,543 (5,132) 89,410

  営業利益 5,707 2,055 7,763 (3) 7,759

項目

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

粘着関連事業 
(百万円)

紙関連事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

71,458 24,147 95,605 ― 95,605

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

7 6,401 6,409 (6,409) ―

計 71,466 30,548 102,015 (6,409) 95,605

  営業費用 66,318 28,745 95,063 (6,416) 88,647

  営業利益 5,148 1,803 6,952 6 6,958



 
(注) １ 事業区分は、製品の種類、性質及び販売方法の類似性を考慮し、粘着関連事業と紙関連事業に区分しており

ます。 

２ 各事業の主な製品 

(1) 粘着関連事業……粘着紙・粘着フィルム・半導体関連製品及び機器・光学関連製品 

(2) 紙関連事業……剥離紙・剥離フィルム・封筒用紙 

  

項目

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

粘着関連事業 
(百万円)

紙関連事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

143,555 49,166 192,722 ― 192,722

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

6 11,180 11,187 (11,187) ―

計 143,562 60,347 203,910 (11,187) 192,722

  営業費用 132,901 56,200 189,102 (11,177) 177,924

  営業利益 10,661 4,147 14,808 (10) 14,798



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
(注) １ 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア…………………韓国、中国、台湾、シンガポール、インドネシア、マレーシア 

(2) その他の地域…………アメリカ、オランダ 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
(注) １ 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア…………………韓国、中国、台湾、シンガポール、インドネシア、マレーシア 

(2) その他の地域…………アメリカ、オランダ 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア…………………韓国、中国、台湾、シンガポール、インドネシア、マレーシア 

(2) その他の地域…………アメリカ、オランダ 
  

セグメント
項目

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

その他の
地域 

(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

84,349 8,295 4,525 97,170 ― 97,170

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

3,706 2,530 519 6,757 (6,757) ―

計 88,056 10,826 5,045 103,927 (6,757) 97,170

営業費用 83,113 8,700 4,340 96,155 (6,744) 89,410

営業利益 4,942 2,125 704 7,772 (12) 7,759

セグメント
項目

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

その他の
地域 

(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

76,545 13,393 5,666 95,605 ― 95,605

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

6,319 2,061 491 8,872 (8,872) ―

計 82,865 15,455 6,158 104,478 (8,872) 95,605

営業費用 79,918 12,233 5,351 97,503 (8,856) 88,647

営業利益 2,947 3,221 806 6,975 (16) 6,958

セグメント
項目

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

その他の
地域 

(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

165,699 19,217 7,805 192,722 ― 192,722

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

9,287 5,291 849 15,428 (15,428) ―

計 174,986 24,509 8,655 208,151 (15,428) 192,722

営業費用 165,948 19,717 7,663 193,329 (15,404) 177,924

営業利益 9,038 4,791 991 14,822 (24) 14,798



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
(注) １ 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア…………韓国、中国、台湾、シンガポール、インドネシア他 

(2) その他の地域…………北米、欧州、オセアニア他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
(注) １ 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア…………韓国、中国、台湾、シンガポール、インドネシア他 

(2) その他の地域…………北米、欧州、オセアニア他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
(注) １ 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア…………韓国、中国、台湾、シンガポール、インドネシア他 

(2) その他の地域…………北米、欧州、オセアニア他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 15,404 5,391 20,796

Ⅱ 連結売上高(百万円) 97,170

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 15.9 5.5 21.4

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 19,382 5,858 25,241

Ⅱ 連結売上高(百万円) 95,605

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 20.3 6.1 26.4

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 32,460 9,474 41,935

Ⅱ 連結売上高(百万円) 192,722

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 16.8 4.9 21.8



(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

  

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 1,421円74銭 １株当たり純資産額 1,566円50銭 １株当たり純資産額 1,489円87銭

 
１株当たり中間純利益 68円77銭

 
１株当たり中間純利益 65円22銭

 
１株当たり当期純利益 135円44銭

 

潜在株式調整後１株当 

たり中間純利益
68円76銭

 

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
65円21銭

 

潜在株式調整後１株当 

たり当期純利益
135円42銭

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

中間連結貸借対照表(連結貸借対
照表)の純資産の部の合計額(百万
円)

108,192 119,228 113,396

普通株式に係る純資産額(百万円) 107,472 118,411 112,619

差額の主な内訳(百万円)

 新株予約権 29 47 29

 少数株主持分 690 770 747

普通株式の発行済株式数(千株) 76,564 76,564 76,564

普通株式の自己株式数(千株) 972 974 973

１株当たり純資産の算定に用いら
れた普通株式の数(千株)

75,591 75,589 75,590

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間(当期)純利益

中間(当期)純利益(百万円) 5,198 4,930 10,238

普通株主に帰属しない金額の内訳 
(百万円)

― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純利益 
(百万円)

5,198 4,930 10,238

普通株式の期中平均株式数(千株) 75,592 75,590 75,591

潜在株式調整後１株当たり中間 
(当期)純利益

中間(当期)純利益調整額(百万円) ― ― ―

普通株式増加数(千株)

 新株予約権 10 19 10

希薄化効果を有しないため、潜在
株式調整後１株当たり中間(当期)
純利益の算定に含まれなかった潜
在株式の概要

― ― ―



(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

１ 現金及び預金 6,202 6,545 5,437

２ 受取手形 ※５ 19,966 19,171 20,074

３ 売掛金 ※５ 49,666 45,256 47,711

４ たな卸資産 20,975 20,811 20,140

５ その他 5,679 6,945 6,244

６ 貸倒引当金 △45 △46 △44

流動資産合計 102,446 56.4 98,684 54.9 99,563 55.8

Ⅱ 固定資産

(1) 有形固定資産 ※１

１ 建物 16,459 17,650 16,308

２ 機械及び装置 23,311 23,607 23,552

３ 土地 7,732 7,852 7,723

４ その他 5,821 7,258 5,818

有形固定資産合計 53,324 29.4 56,367 31.3 53,403 30.0

(2) 無形固定資産 232 0.1 294 0.2 279 0.1

(3) 投資その他の資産

１ 投資有価証券 13,357 12,502 13,042

２ 繰延税金資産 6,290 5,871 6,055

３ その他 6,003 6,284 6,222

４ 貸倒引当金 △164 △171 △155

投資その他の 
資産合計

25,487 14.1 24,487 13.6 25,164 14.1

固定資産合計 79,044 43.6 81,150 45.1 78,846 44.2

資産合計 181,491 100.0 179,834 100.0 178,409 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

１ 買掛金 ※５ 54,872 49,083 51,729

２ 短期借入金 ― ― 1,700

３ 未払金 ※３ ― 9,775 4,896

４ 未払法人税等 1,575 1,208 1,415

５ 役員賞与引当金 36 32 54

６ その他 ※３ 11,234 3,416 3,561

流動負債合計 67,718 37.3 63,515 35.3 63,357 35.5

Ⅱ 固定負債

１ 退職給付引当金 17,239 15,641 16,334

２ その他 208 208 208

固定負債合計 17,447 9.6 15,849 8.8 16,542 9.3

負債合計 85,165 46.9 79,365 44.1 79,899 44.8



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 23,201 12.8 23,201 12.9 23,201 13.0

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 26,816 26,816 26,816

  (2) その他資本剰余金 1 1 1

   資本剰余金合計 26,818 14.8 26,818 14.9 26,818 15.0

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 1,268 1,268 1,268

  (2) その他利益剰余金

    特別償却準備金 41 22 28

    固定資産圧縮 
    積立金

322 311 315

    別途積立金 40,136 44,436 40,136

    繰越利益剰余金 4,655 4,825 7,056

   利益剰余金合計 46,424 25.6 50,865 28.3 48,805 27.4

 ４ 自己株式 △1,030 △0.6 △1,035 △0.6 △1,033 △0.6

   株主資本合計 95,413 52.6 99,849 55.5 97,791 54.8

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

882 572 689

   評価・換算差額等 
   合計

882 0.5 572 0.3 689 0.4

Ⅲ 新株予約権 29 0.0 47 0.1 29 0.0

   純資産合計 96,325 53.1 100,469 55.9 98,510 55.2

   負債純資産合計 181,491 100.0 179,834 100.0 178,409 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 86,268 100.0 81,046 100.0 171,279 100.0

Ⅱ 売上原価 70,349 81.5 66,995 82.7 140,299 81.9

売上総利益 15,918 18.5 14,051 17.3 30,979 18.1

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費

10,914 12.7 11,081 13.7 21,885 12.8

営業利益 5,004 5.8 2,969 3.6 9,094 5.3

Ⅳ 営業外収益 ※１ 808 0.9 1,361 1.7 1,667 1.0

Ⅴ 営業外費用 ※２ 605 0.7 372 0.4 922 0.6

経常利益 5,208 6.0 3,958 4.9 9,839 5.7

Ⅵ 特別利益 ※３ 67 0.1 50 0.0 126 0.1

Ⅶ 特別損失 ― ― ― ― 36 0.0

税引前中間(当期) 
純利益

5,275 6.1 4,008 4.9 9,929 5.8

法人税、住民税 
及び事業税

1,547 1,090 2,865

法人税等調整額 386 1,934 2.2 102 1,192 1.4 736 3,601 2.1

中間(当期)純利益 3,341 3.9 2,815 3.5 6,328 3.7



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

項目

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 23,201 26,816 1 26,818

中間会計期間中の変動額

 自己株式の処分 0 0

中間会計期間中の変動額合計 

(百万円)
― ― 0 0

平成18年９月30日残高(百万円) 23,201 26,816 1 26,818

項目

株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本 

合計利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計特別償却 

準備金

固定資産 

圧縮積立金
別途積立金

繰越利益 

剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 1,268 59 329 36,436 5,733 43,827 △1,027 92,819

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当(注) △680 △680 △680

 取締役賞与金(注) △65 △65 △65

 特別償却準備金の積立(注) 8 △8 ― ―

 別途積立金の積立(注) 3,700 △3,700 ― ―

 特別償却準備金の取崩(注) △25 25 ― ―

 固定資産圧縮積立金の取崩(注) △6 6 ― ―

 中間純利益 3,341 3,341 3,341

 自己株式の取得 △3 △3

 自己株式の処分 0 0

中間会計期間中の変動額合計 

(百万円)
― △17 △6 3,700 △1,078 2,596 △2 2,593

平成18年９月30日残高(百万円) 1,268 41 322 40,136 4,655 46,424 △1,030 95,413

項目

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券 

評価差額金

評価・換算 

差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 1,604 1,604 ― 94,423

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当(注) △680

 取締役賞与金(注) △65

 特別償却準備金の積立(注) ―

 別途積立金の積立(注) ―

 特別償却準備金の取崩(注) ―

 固定資産圧縮積立金の取崩(注) ―

 中間純利益 3,341

 自己株式の取得 △3

 自己株式の処分 0

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額)
△721 △721 29 △692

中間会計期間中の変動額合計 

(百万円)
△721 △721 29 1,901

平成18年９月30日残高(百万円) 882 882 29 96,325



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

項目

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年３月31日残高(百万円) 23,201 26,816 1 26,818

中間会計期間中の変動額

 自己株式の処分 0 0

中間会計期間中の変動額合計 

(百万円)
ー ー 0 0

平成19年９月30日残高(百万円) 23,201 26,816 1 26,818

項目

株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本 

合計利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計特別償却 

準備金

固定資産 

圧縮積立金
別途積立金

繰越利益 

剰余金

平成19年３月31日残高(百万円) 1,268 28 315 40,136 7,056 48,805 △1,033 97,791

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △755 △755 △755

 別途積立金の積立 4,300 △4,300 ― ―

 特別償却準備金の取崩 △6 6 ― ―

 固定資産圧縮積立金の取崩 △3 3 ― ―

 中間純利益 2,815 2,815 2,815

 自己株式の取得 △2 △2

 自己株式の処分 0 0

中間会計期間中の変動額合計 

(百万円)
― △6 △3 4,300 △2,230 2,059 △2 2,057

平成19年９月30日残高(百万円) 1,268 22 311 44,436 4,825 50,865 △1,035 99,849

項目

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券 

評価差額金

評価・換算 

差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 689 689 29 98,510

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △755

 別途積立金の積立 ―

 特別償却準備金の取崩 ―

 固定資産圧縮積立金の取崩 ―

 中間純利益 2,815

 自己株式の取得 △2

 自己株式の処分 0

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額)
△116 △116 18 △98

中間会計期間中の変動額合計 

(百万円)
△116 △116 18 1,958

平成19年９月30日残高(百万円) 572 572 47 100,469



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
  

 
  

 
(注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

項目

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 23,201 26,816 1 26,818

事業年度中の変動額

 自己株式の処分 0 0

事業年度中の変動額合計 

(百万円)
― ― 0 0

平成19年３月31日残高(百万円) 23,201 26,816 1 26,818

項目

株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本 

合計利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計特別償却 

準備金

固定資産 

圧縮積立金
別途積立金

繰越利益 

剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 1,268 59 329 36,436 5,733 43,827 △1,027 92,819

事業年度中の変動額

 剰余金の配当（注） △680 △680 △680

 剰余金の配当 △604 △604 △604

 取締役賞与金（注） △65 △65 △65

 特別償却準備金の積立 8 △8 ― ―

 別途積立金の積立 3,700 △3,700 ― ―

 特別償却準備金の取崩 △38 38 ― ―

 固定資産圧縮積立金の取崩 △13 13 ― ―

 当期純利益 6,328 6,328 6,328

 自己株式の取得 △6 △6

 自己株式の処分 0 0

事業年度中の変動額合計 

(百万円)
― △30 △13 3,700 1,322 4,978 △6 4,972

平成19年３月31日残高(百万円) 1,268 28 315 40,136 7,056 48,805 △1,033 97,791

項目

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券 

評価差額金

評価・換算 

差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 1,604 1,604 ― 94,423

事業年度中の変動額

 剰余金の配当（注） △680

 剰余金の配当 △604

 取締役賞与金（注） △65

 特別償却準備金の積立 ―

 別途積立金の積立 ―

 特別償却準備金の取崩 ―

 固定資産圧縮積立金の取崩 ―

 当期純利益 6,328

 自己株式の取得 △6

 自己株式の処分 0

 株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額(純額)
△915 △915 29 △885

事業年度中の変動額合計 

(百万円)
△915 △915 29 4,086

平成19年３月31日残高(百万円) 689 689 29 98,510



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

   子会社及び関連会社株式

    ……移動平均法による原価

法

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

   子会社及び関連会社株式

同左

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

   子会社及び関連会社株式

同左

   その他有価証券

    時価のあるもの

     ……中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算

定)

   その他有価証券

    時価のあるもの

同左

   その他有価証券

    時価のあるもの

     ……期末決算日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算

定)

    時価のないもの

     ……移動平均法による原

価法

    時価のないもの

同左

    時価のないもの

同左

 (2) たな卸資産

商品、製品、原材料及び仕掛

品

……総平均法による原価法

ただし機械類については

個別法による原価法

   貯蔵品

……移動平均法による原価法

 (2) たな卸資産

商品、製品、原材料及び仕掛

品

同左

   貯蔵品

同左

 (2) たな卸資産

商品、製品、原材料及び仕掛

品

同左

   貯蔵品

同左

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

   定率法によっております。

   ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物(建物附属設

備を除く)については、定額

法によっております。

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

   定率法によっております。

   ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物(建物附属設

備を除く)については、定額

法によっております。

 (会計方針の変更)

   法人税法の改正（（所得税法

等の一部を改正する法律 平

成19年３月30日 法律第６

号）及び（法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19

年３月30日 政令第83号））

に伴い、当中間会計期間か

ら、平成19年４月１日以降に

取得したものについては、改

正後の法人税法に基づく方法

に変更しております。 

 これに伴い、前中間会計期

間と同一の方法によった場合

と比べ、売上総利益が22百万

円、営業利益、経常利益、税

引前中間純利益が31百万円そ

れぞれ減少しております。

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

   定率法によっております。

   ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物(建物附属設

備を除く)については、定額

法によっております。



前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (追加情報)

   当中間会計期間から、平成19

年３月31日以前に取得したも

のについては、償却可能限度

額まで償却が終了した翌年か

ら５年で均等償却する方法に

よっております。 

 当該変更に伴う損益は、売

上総利益が86百万円、営業利

益、経常利益、税引前中間純

利益が99百万円それぞれ減少

しております。

 (2) 無形固定資産

   定額法によっております。

   ただし、ソフトウェア(自社

利用分)については、社内に

おける利用可能期間(５年)に

基づく定額法によっておりま

す。

 (2) 無形固定資産

同左

 (2) 無形固定資産

同左

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

   債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上し

ております。

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左

 (2) 役員賞与引当金 

    役員の賞与支給に充てるた

め、当期における支給見込額

に基づき、当中間期に見合う

額を計上しております。

   (会計方針の変更) 

 当中間会計期間より「役員

賞与に関する会計基準（企業

会計基準委員会 平成17年11

月29日 企業会計基準第４

号）を適用しております。こ

れにより営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益は、36

百万円減少しております。

 (2) 役員賞与引当金 

    役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見

込額に基づき当中間期に見合

う分を計上しております。

 (2) 役員賞与引当金 

    役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見

込額に基づき当事業年度に見

合う分を計上しております。

 (会計方針の変更) 

 当事業年度より「役員賞与

に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年11月

29日 企業会計基準第４号）

を適用しております。これに

より営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益は、54百万

円減少しております。



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (3) 退職給付引当金   

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間会計期

間末において発生していると

認められる額を計上しており

ます。

過去勤務債務の額について

は、発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

(15年)による定額法により費

用処理しております。

数理計算上の差異について

は、各期の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(15年)による定

額法により、それぞれ発生の

翌事業年度から費用処理する

こととしております。

 (3) 退職給付引当金

同左

 (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に

基づき、当期末において発生

している額を計上しておりま

す。

過去勤務債務の額について

は、発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

(15年)による定額法により費

用処理しております。

数理計算上の差異について

は、各事業年度の発生時の従

業員の平均残存期間以内の一

定の年数(15年)による定額法

により、それぞれ発生の翌事

業年度から費用処理すること

としております。

 (4) 役員退職慰労引当金

―――――

   (追加情報)

   当社は、役員報酬制度の抜本

的見直しを行い、平成18年６

月29日開催の定時株主総会に

おいて承認されました。見直

しの一環として従来の役員退

職慰労金制度を廃止しました

が、これに伴い、同総会終了

時における役員退職慰労引当

金208百万円を役員退任時の

支給見込み額として、固定負

債「その他」へ振替えており

ます。

 (4) 役員退職慰労引当金

―――――

 (4) 役員退職慰労引当金

―――――

   (追加情報)

   当社は、役員報酬制度の抜本

的見直しを行い、平成18年６

月29日開催の定時株主総会に

おいて承認されました。見直

しの一環として従来の役員退

職慰労金制度を廃止しました

が、これに伴い、同総会終了

時における役員退職慰労引当

金208百万円を役員退任時の

支給見込み額として、固定負

債「その他」へ振替えており

ます。

４ リース取引の処理方法

   リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。

４ リース取引の処理方法

同左

４ リース取引の処理方法

同左

５ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理

   消費税及び地方消費税の会計

処理は税抜方式によっており

ます。

５ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理

同左

５ その他財務諸表作成のための重

要な事項

  消費税等の会計処理

同左



次へ 

(会計方針の変更) 

  

 
  

(表示方法の変更) 

  

 
  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等)

――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等)

 当中間会計期間より「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号)

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号)を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りませんが、従来の「資本の部」の

合計に相当する金額は96,296百万円

であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間財務諸表は、改正後の中間財務諸

表等規則により作成しております。

 当事業年度より「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号)及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」(企

業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準適用指針第８号)

を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りませんが、従来の「資本の部」の

合計に相当する金額は98,480百万円

であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における財務諸表

は、改正後の財務諸表等規則により

作成しております。

(ストック・オプション等に関する

会計基準等）

――――― (ストック・オプション等に関する

会計基準等）

 当中間会計期間より「ストック・

オプション等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準第８号）及び

「ストック・オプション等に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 終改正平成18年５月31

日 企業会計基準適用指針第11号）

を適用しております。 

 これにより営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益は、29百万円減

少しております。

 当事業年度より「ストック・オプ

ション等に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 平成17年12月27日

企業会計基準第８号）及び「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準委員会

終改正平成18年５月31日 企業会

計基準適用指針第11号）を適用して

おります。 

 これにより営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益は、29百万円減

少しております。

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日)

―――――

  

（中間貸借対照表）

 前中間会計期間において流動負債の「その他」に含

めて表示しておりました「未払金」（前中間会計期間

7,757百万円）については、負債及び純資産総額の100

分の５超となったため、当中間会計期間より区分掲記

しております。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

80,775百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

84,970百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

82,671百万円

 ２ 偶発債務

金融機関からの借入金等に対
する債務保証

百万円

P.T.LINTEC 
INDONESIA

1,217

LINTEC 
INDUSTRIES 
(MALAYSIA) 
SDN.BHD.

62

LINTEC 
 INDUSTRIES 
 (SARAWAK) 
 SDN.BHD.

13

機械販売に伴うリース物件 
の引取保証

重田印刷㈱ 1

商品購入に伴う支払保証

LINTEC EUROPE  
 B.V.

16

計 1,311

 

 ２ 偶発債務

金融機関からの借入金等に対
する債務保証

百万円

P.T.LITNEC
INDONESIA

1,119

LINTEC
INDUSTRIES
(MALAYSIA）
SDN.BHD.

28

LINTEC
INDUSTRIES
(SARAWAK）
SDN.BHD.

10

計 1,158

 

 ２ 偶発債務

金融機関からの借入金等に対
する債務保証

百万円

P.T.LINTEC 
INDONESIA

1,178

LINTEC 
INDUSTRIES
(MALAYSIA)  
SDN.BHD.

25

LINTEC 
INDUSTRIES
(SARAWAK) 
SDN.BHD.

11

商品購入に伴う支払保証
LINTEC EUROPE 
B.V.

14

計 1,229

※３ 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺の上、相殺後の金額

は流動負債のその他に含めて

おります。

※３ 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺の上、相殺後の金額

は流動資産のその他に含めて

おります。

※３ 消費税等の取扱い

未払消費税等は流動負債の未

払金に含めております。

 

４ 当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント

当社は運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行と当座

貸越契約及び貸出コミットメ

ント契約を締結しています。

当中間会計期間末における当

座貸越契約及び貸出コミット

メントに係る借入金未実行残

高等は次のとおりでありま

す。

当座貸越極度
額及び貸出コ
ミットメント
の総額

24,300百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 24,300百万円
 

４ 当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント

当社は運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行と当座

貸越契約及び貸出コミットメ

ント契約を締結しています。

当中間会計期間末における当

座貸越契約及び貸出コミット

メントに係る借入金未実行残

高等は次のとおりでありま

す。

当座貸越極度
額及び貸出コ
ミットメント
の総額

24,300百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 24,300百万円
 

４ 当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント

当社は運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行と当座

貸越契約及び貸出コミットメ

ント契約を締結しています。

当事業年度末における当座貸

越契約及び貸出コミットメン

トに係る借入金未実行残高等

は次のとおりであります。 

 

当座貸越限度
額及び貸出コ
ミットメント
の総額

24,300百万円

借入実行残高 1,700百万円

差引額 22,600百万円



 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

 

※５ 中間会計期間末日満期手形

処理方法

中間会計期間末日満期手形に

ついては、手形交換日に決済

処理する方法によっておりま

す。また、中間会計期間末日

に期日決済される売掛金・買

掛金についても手形に準じて

期日に決済されるものが含ま

れております。従って、当中

間会計期間末日が金融機関の

休日であるため、中間期末残

高には次のとおり中間会計期

末日満期債権・債務が含まれ

ております。

受取手形 2,139百万円

売掛金 3,847百万円

買掛金 9,149百万円
 

※５ 中間会計期間末日満期手形

処理方法

中間会計期間末日満期手形に

ついては、手形交換日に決済

処理する方法によっておりま

す。また、中間会計期間末日

に期日決済される売掛金・買

掛金についても手形に準じて

期日に決済されるものが含ま

れております。従って、当中

間会計期間末日が金融機関の

休日であるため、中間期末残

高には次のとおり中間会計期

末日満期債権・債務が含まれ

ております。

受取手形 1,918百万円

売掛金 3,027百万円

買掛金 7,412百万円
 

※５ 事業年度末日満期手形処理

方法

事業年度末日満期手形につい

ては、手形交換日に決済処理

する方法によっております。

また、事業年度末日に期日決

済される売掛金・買掛金につ

いても手形に準じて期日に決

済されるものが含まれており

ます。従って、当事業年度末

日が金融機関の休日であるた

め、事業年度末残高には次の

とおり事業年度末日満期債

権・債務が含まれておりま

す。

受取手形 2,333百万円

売掛金 3,889百万円

買掛金 9,326百万円



次へ 

(中間損益計算書関係) 

  

 
  

(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
  

 自己株式に関する事項 

   

 (変動事由の概要)  

 増加数は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 減少数は、単元未満株式の買増しによる減少であります。 

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 自己株式に関する事項 

 
 (変動事由の概要)  

 増加数は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 減少数は、単元未満株式の買増し請求による減少であります。 

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 自己株式に関する事項 

 
 (変動事由の概要)  

 増加数は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 減少数は、単元未満株式の買増しによる減少であります。 

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 営業外収益の主要項目

百万円

受取利息 75

受取配当金 565

為替差益 105

※１ 営業外収益の主要項目

百万円

受取利息 95

受取配当金 1,173

※１ 営業外収益の主要項目

百万円

受取利息 162

受取配当金 1,159

為替差益 122

 

※２ 営業外費用の主要項目

百万円

支払利息 2

固定資産除売却損 521

クレーム補償代 37

※２ 営業外費用の主要項目

百万円

支払利息 7

固定資産除売却損 191

クレーム補償代 62

為替差損 74
 

※２ 営業外費用の主要項目

百万円

支払利息 8

固定資産除売却損 749

クレーム補償代 97

 

※３ 特別利益の主要項目

百万円

補助金収入 67

※３ 特別利益の主要項目

百万円

投資有価証券売
却益

50

 

※３ 特別利益の主要項目

百万円

補助金収入 80

固定資産売却益 29

 ４ 減価償却実施額

百万円

有形固定資産 2,806

無形固定資産 26

 ４ 減価償却実施額

百万円

有形固定資産 3,001

無形固定資産 30

 ４ 減価償却実施額

百万円

有形固定資産 5,928

無形固定資産 57

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 971,361 1,073 144 972,290

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 973,631 911 4 974,538

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 971,361 2,526 256 973,631



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

機械及び
装置

工具器具
及び 

備品等 合 計
百万円 百万円 百万円

取得価額
相当額

175 1,314 1,489

減価償却
累計額相
当額

128 766 894

中間期末
残高相当
額

47 547 595

 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

機械及び
装置

工具器具
及び 

備品等 合 計
百万円 百万円 百万円

取得価額
相当額

175 975 1,151

減価償却
累計額相
当額

143 459 603

中間期末
残高相当
額

32 516 548

 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額

機械及び
装置

工具器具
及び 
備品等 合 計

百万円 百万円 百万円

取得価額
相当額

175 1,081 1,257

減価償却
累計額相
当額

136 544 680

期末残高
相当額

39 536 576

なお、取得価額相当額は、未

経過リース料中間期末残高の

有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定し

ております。

同左 なお、取得価額相当額は、未

経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子

込み法により算定しておりま

す。

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年以内 224百万円

１年超 370百万円

合計 595百万円

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年以内 213百万円

１年超 334百万円

合計 548百万円

 ② 未経過リース料期末残高相当

額

１年以内 212百万円

１年超 363百万円

合計 576百万円

なお、未経過リース料中間期

末残高相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高の有形固定

資産の中間期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子

込み法により算定しておりま

す。

同左 なお、未経過リース料期末残

高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により

算定しております。

 ③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 164百万円

減価償却費相
当額

164百万円

 ③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 117百万円

減価償却費相
当額

117百万円

 ③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 289百万円

減価償却費相
当額

289百万円

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

(減損損失について)

リース資産に配分された減損損失は

ありませんので、項目等の記載は省

略しております。

(減損損失について)

同左

(減損損失について)

同左



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成18年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間末(平成19年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

  

前事業年度末(平成19年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報) 
  

 
(注) 算定上の基礎 
  

１ １株当たり純資産額 

 
  
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 1,273円89銭 １株当たり純資産額 1,328円51銭 １株当たり純資産額 1,302円82銭

１株当たり中間 
純利益

44円21銭
１株当たり中間  
純利益

37円25銭
１株当たり当期
純利益

83円71銭

 

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益

44円20銭
  

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益

37円24銭

 

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益

83円70銭

項目
前中間会計期間末
（平成18年９月30日)

当中間会計期間末
（平成19年９月30日)

前事業年度末
(平成19年３月31日)

中間貸借対照表(貸借対照表)の純
資産の部の合計額(百万円）

96,325 100,469 98,510

普通株式に係る純資産額 
（百万円）

96,296 100,421 98,480

差額の主な内訳（百万円）

 新株予約権 29 47 29

普通株式の発行済株式数(千株) 76,564 76,564 76,564

普通株式の自己株式数(千株) 972 974 973

１株当たり純資産の算定に用いら
れた普通株式の数(千株)

75,591 75,589 75,590



前へ 

２ １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益

 
  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

平成19年11月13日の取締役会において、第114期(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)の中

間配当につき、次のとおり決議しました。 

  

    中間配当総額         907百万円 

    １株当たりの中間配当      12円   

  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間(当期)純利益

中間(当期)純利益(百万円) 3,341 2,815 6,328

普通株主に帰属しない金額の内訳 
(百万円)

― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純利益 
(百万円)

3,341 2,815 6,328

普通株式の期中平均株式数(千株) 75,592 75,590 75,591

潜在株式調整後１株当たり中間
(当期)純利益

中間(当期)純利益調整額(百万円) ― ― ―

普通株式増加数(千株)

 新株予約権 10 19 10

希薄化効果を有しないため、潜在
株式調整後１株当たり中間（当
期）純利益の算定に含まれなかっ
た潜在株式の概要

― ― ―



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

 
  

(1) 有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第113期)

自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日

平成19年６月27日 
関東財務局長に提出。

(2) 有価証券報告書 
の訂正報告書

訂正報告書（上記(1) 有価証券報告
書の訂正報告書）

平成19年12月14日 
関東財務局長に提出。



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月22日

リンテック株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているリンテック株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期

間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について

中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、リンテック株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同

日をもって終了する中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  前  原  浩  郎  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  上  林  敏  子  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  阿  部  純  也  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月25日

リンテック株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられているリンテック株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間

連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結

貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書

について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、リンテック株式会社及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同

日をもって終了する中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  前  原  浩  郎  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  上  林  敏  子  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  阿  部  純  也  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月22日

リンテック株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているリンテック株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第113期事業年度の中間会計期

間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損

益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、リンテック株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会

計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 
  

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  前  原  浩  郎  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  上  林  敏  子  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  阿  部  純  也  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月25日

リンテック株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられているリンテック株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第114期事業年度の

中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、リンテック株式会社の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会

計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 
  

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  前  原  浩  郎  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  上  林  敏  子  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  阿  部  純  也  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。
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